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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期におきまして平成15年１月24日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っております。 

    ３ 第11期におきまして平成17年３月23日付をもって、１株を100株とする株式分割を行っております。 

４ 第10期、第11期、第12期及び第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

５ 第10期、第11期、第12期及び第13期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりま

せん。 

  

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期 

決算年月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月 平成19年７月 

売上高 (千円) 1,260,778 670,065 624,349 1,017,262 388,505 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) 109,238 △952,863 △1,460,626 △238,752 △248,558

当期純利益又は当期純損
失（△） 

(千円) 56,342 △942,629 △2,274,220 △394,248 △262,228

純資産額 (千円) 1,050,460 649,314 1,139,268 742,826 789,477 

総資産額 (千円) 1,511,816 1,652,033 2,289,459 993,757 1,187,459 

１株当たり純資産額 (円) 38,360.36 20,010.94 153.96 100.34 93.07 

１株当たり当期純利益金
額又は１株当たり当期純
損失金額(△) 

(円) 2,060.37 △34,233.85 △601.33 △53.26 △32.10

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

(円) 2,032.05 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 69.5 39.3 49.8 74.8 66.5 

自己資本利益率 (％) 7.0 ― ― ― ― 

株価収益率 (倍) 68.4 ― ― ― ― 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △245,824 △637,271 △742,354 △454,067 △242,954

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △520,675 △30,227 △550,877 △46,954 △8,977

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 537,783 1,176,828 2,007,108 △331,818 464,023

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 82,793 592,123 1,306,000 515,686 727,777

従業員数 (名) 69 73 59 51 44 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期におきまして平成15年１月24日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っております。 

    ３ 第11期におきまして平成17年３月23日付をもって、１株を100株とする株式分割を行っております。 

４ 第10期、第11期、第12期及び第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

５ 第10期、第11期、第12期及び第13期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりま

せん。 

  

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期 

決算年月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月 平成19年７月 

売上高 (千円) 1,252,003 659,265 515,201 461,984 39,555 

経常利益又は経常損失
(△) 

(千円) 99,926 △963,837 △1,438,412 △282,972 △191,045

当期純利益又は当期純
損失(△) 

(千円) 51,197 △949,889 △2,246,365 △447,970 △191,729

資本金 (千円) 488,050 760,050 2,143,372 2,144,372 2,298,812 

発行済株式総数 (株) 27,384 32,448 7,399,571.77 7,402,771.77 8,482,771.77 

純資産額 (千円) 1,042,472 634,066 1,151,874 705,904 823,054 

総資産額 (千円) 1,509,693 1,646,522 2,195,074 917,582 1,174,978 

１株当たり純資産額 (円) 38,068.67 19,541.01 155.67 95.35 97.02 

１株当たり配当額 (円) 320 ― ― ― ―
(内１株当たり中間配当
額) 

(円)  (―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益
金額又は１株当たり当
期純損失金額(△) 

(円) 1,872.23 △34,497.53 △593.96 △60.52 △23.47

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

(円) 1,846.49 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 69.1 38.5 52.5 76.9 70.0 

自己資本利益率 (％) 6.4 ― ― ― ― 

株価収益率 (倍) 75.3 ― ― ― ― 

配当性向 (％) 17.1 ― ― ― ― 

従業員数 (名) 47 48 35 31 13 



２ 【沿革】 

  

平成７年８月 
  

医療用データベースソフトの開発・販売を目的として、東京都中野区江原町に有限会社モス
を設立、システム開発及びシステムの保守サービスの提供を開始 

平成８年６月 千葉県印西市小倉台に本社移転 

平成９年２月 東京都中央区日本橋小伝馬町に本社移転 

平成９年３月 株式会社に組織変更し、商号を株式会社モスインスティテュートへ変更 

平成９年６月 日本CRO協会へ加盟 

平成９年７月 製薬会社の新医薬品のための臨床検査値管理サービス事業を開始 

平成10年１月 
  

通商産業省(現経済産業省)所管の財団法人ベンチャーエンタープライズセンターより知識融
合型企業債務保証プロジェクトの認定を受ける 

平成11年５月 東京都中央区東日本橋へ本社移転 

平成12年４月 
  

日本電気情報サービス株式会社のホスティングサービスを利用し、e-monitoringサービス事
業を開始 

平成12年５月 
  

臨床試験の患者(被験者)の個人情報を適切に遮蔽することを目的とした臨床試験標準データ
キー協議会を発足し協議会事務局就任 

平成12年９月 東京都中央区日本橋人形町へ本社移転 

平成13年７月 遺伝子治療分野でのデータ管理サービスの提供開始 

平成13年８月 大規模臨床試験・臨床研究向けのEDC(electronic data capturing)サービス事業を開始 

平成13年12月 株式会社エスエムオーデータセンター設立(連結子会社) 

平成14年８月 株式会社大阪証券取引所ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス)市場に株式上場 

平成16年９月 株式会社クリニカルイノベーション設立(連結子会社) 

平成17年３月 株式会社コスメックス株式取得（連結子会社） 

平成17年４月 北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司設立（非連結子会社） 

平成17年12月 東京都中央区日本橋蛎殻町へ本社移転 

平成18年８月  株式会社モス・イーソリューション設立（連結子会社） 

平成19年２月 株式会社クリニカルイノベーションを株式会社モス・インベストメンツへ社名変更 

平成19年２月 株式会社エスエムオーデータセンターを株式会社モス・アドバイザーズへ社名変更 



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、株式会社モス・イーソリューション（連結子会社）、株式会社コスメックス（連結子会

社）、株式会社モス・インベストメンツ（連結子会社）、株式会社モス・アドバイザーズ（連結子会社）、北京協薬臨

床薬理実験技術服務有限公司（非連結子会社）の計6社で構成されております。また、当社のその他の関係会社として日

本アジアホールディングズ株式会社があり、同社は、企業への投資、その後の経営参画および経営管理を通じた中長期

の投資収益の獲得を主な事業として行っております。当社グループの事業目的は製薬会社等が行う臨床試験、市販後調

査に関し、当社グループの有する臨床試験データのリアルタイム（動的）管理技術を用いた各種サービスを提供し、臨

床試験のスピードアップ、品質向上、低コスト化を支援することにあります。 

当社グループの事業の種類別セグメントは、(1)ＥＤＣ（electronic data capturing）サービス、（2）化粧品等評価

試験事業、(3)医薬品治験業務委託事業、(4)その他のサービスに分かれており、医療分野を中核としたサービス業を事

業展開しております。当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりでありま

す。 

  

（１）ＥＤＣ（electronic data capturing）サービス事業 

市販後試験等の大規模な臨床試験や医師主導型臨床研究などに対し、医療機関におけるデータ入力をいかに確実にか

つ円滑に行うかということを念頭に、医療機関側、製薬会社側双方の負担をできるだけ軽減することを目指して設計開

発された臨床データ収集・管理システムを用いて試験進捗管理・安全性管理・ＣＲＦ電子化支援サービスとして提供し

ております。必要なデータを容易に入力するための専用の入力画面を組み込んだ入力端末（ノートパソコン）を試験を

実施する医療機関に配布してデータ入力していただく方法のほか、セキュリティ対策を講じ個々の試験ごとにカスタマ

イズされたＷＥＢ入力画面に対して医療機関でのデータ入力をしていただき、入力されたデータを暗号化した上でイン

ターネット経由で取得し、取得された全てのデータについてのシステム的なデータの欠落チェック・整合性チェックを

実施するというペーパーレスを目指したワークフローを実現するサービスであります。 

現在「ＣＬＡＳＳＹ」（＝Clinical All around Support System）というブランド名により、臨床試験を支えるイン

フラとしてデータ収集からデータマネジメント・統計解析までをトータルにサポートし、臨床試験のスピードアップに

貢献するサービスとして展開しております。 

  

（２）化粧品等評価試験事業 

 化粧品・健康食品・生活用品等の安全性、有用性試験を受託して実施しております。皮膚科専門医師の管理のもとで

恒温恒湿の試験室を用いた精度の高い試験の実施が可能であり、医師所見評価による安全性試験や各種測定機器・デジ

タル画像解析・被験者アンケートなどによる有用性試験を対象にプロトコルの立案支援から結果の統計解析・報告書作

成までをカバーして展開しております。 

  

（３）医薬品治験業務受託事業 

 臨床試験の実施にあたり、医療機関での治験実施体制の整備、治験コーディネーター（CRC）による被験者対応、症例

報告書作成の補助、被験者募集説明会の開催支援などを行っております。また、東京、大阪に業務提携を行っている医

療機関（皮膚科、呼吸器科）を有しておりますので、この医療機関で行う治験の全面的な支援を実施しております。 

  

（４）その他のサービス事業 

マーケティングサポートサービスとして製薬会社から受託しております個別調査案件のほかスポットで受託する薬剤

割付・症例登録・データマネジメント業務、人材派遣業務およびプライバシーコンサルティングサービスなどを実施し

ております。 



以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  

 
注1）  株式会社エスエムオーデータセンターは平成19年２月１日より商号を株式会社モス・アドバイザーズに変更

し、国内外の医療機関に対し複合的な金融アドバイス、経営管理の人材紹介、紹介予定派遣及び国内外の医

療に関心のある関連企業のビジネス展開に関するコンサルティング等を開始いたしました。 

注2）  株式会社クリニカルイノベーションは平成19年２月１日より商号を株式会社モス・インベストメンツに変更

し、医療分野を中心とした「医」，「美」，「食」に関する事業への投資及び財務支援を念頭においた業務

を開始いたしました。 

注3）  平成18年９月22日の取締役会決議に基づき非連結子会社となりました、北京協薬臨床薬理実験技術服務有限

公司におきましては、発展的な話し合いがもたれております。 



４ 【関係会社の状況】 

  
  

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

    ２ 株式会社モス・イーソリューションついては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合
が10％を超えております。 

      主要な損益情報等 ① 売上高   176,431千円 
               ② 経常損失   11,342千円 
               ③ 当期純損失  11,525千円 
               ④ 純資産額   14,825千円 
               ⑤ 総資産額   84,978千円 

  

    ３ 株式会社コスメックスついては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超え
ております。 

      主要な損益情報等 ① 売上高    177,822千円 
               ② 経常損失   10,269千円 
               ③ 当期純損失  22,201千円 
               ④ 純資産額  147,469千円 
               ⑤ 総資産額  175,607千円  

  

  

  

  

  

  

  

名 称 住 所 資本金 
主要な事業
の 内 容 

議決権の所有
（被所有）割合 

  
関係内容 

所有割合
（％） 

 

被所有割合
（％） 

 

(連結子会社) 
株式会社モス・イー
ソリューション 

東京都 
新宿区 

25,000 
(千円) 

ＥＤＣサービ
ス事業 
その他のサー
ビス事業 

100.0 ―

臨床データ収集・管理シス
テムを用いて試験進捗管
理・安全性管理・ＣＲＦ電
子化支援サービスを提供し
ております。また、当社は
同社の事業資金の一部につ
いて融資をしております。 

役員の兼任 ４名 

(連結子会社) 
株式会社コスメック
ス 

東京都 
新宿区 

18,000 
(千円) 

化粧品等評価
試験事業 
医薬品治験業
務委託事業 
その他のサー
ビス事業 

100.0 ―

化粧品・日用品等の安全
性・有用性試験の受託、被
験者募集業務などを行って
おります。 

 
役員の兼任 ３名 

(連結子会社) 
株式会社モス・アド
バイザーズ 

東京都 
中央区 

10,000 
(千円) 

その他のサー
ビス事業 

100.0 ―

医療機関に対し複合的な金
融アドバイス、経営管理の
人材紹介、紹介予定派遣及
び国内外の医療に関心のあ
る関連企業のビジネス展開
に関するコンサルティング
等を行っております。 

役員の兼任 ４名 

(連結子会社) 
株式会社モス・イン
ベストメンツ 

東京都 
中央区 

30,000 
(千円) 

その他のサー
ビス事業 

100.0 ―

医療分野を中心とした
「医」，「美」，「食」に
関する事業への投資及び財
務支援を念頭においた業務
を開始いたしました。 
  

役員の兼任 ３名 

(その他の関係会社) 
日本アジアホールデ
ィングズ株式会社 

東京都 
千代田区 

2,641,178 
（千円） 

投資再生事業 ― 28.27

資本提携先であります。 
  

役員の兼任 ２名 



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成19年７月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含むほ

か、常用パートを含んでおります。）を記載しております。 

２ 従業員数が前連結会計年度末に比し、７名減少しましたのは、自己都合退職によるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年７月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含んでおりま

す。）を記載しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

   ３  従業員数が前期末に比し、18名減少しましたのは、平成18年8月1日付けで会社分割をしたことによるものであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

EDCサービス事業 16 

化粧品等評価試験事業 3 

医薬品治験業務委託事業 10 

その他のサービス事業 4 

全社(共通) 11 

合計 44 

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

13 40.84 2.25 5,372



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度における我が国経済は、雇用者所得は緩やかな増加を続けており、先行きについても生産・所得・支

出の好循環のメカニズムが維持されている中で、各社が経営戦略を明確化し、付加価値の高いサービスの提供をすると

伴に、リスク管理や経営管理の一段の高度化を図っていくことが求められております。 

医薬品開発関連業界におきましては、業界が正式に認められ早10年が経過し、その間に市場も成熟してまいりまし

た。製薬企業はより早い開発期間の実現を目指し、アウトソーシングは引き続き拡大を続けております。このような状

況の中で、国内のCRO（Contract Research Organization=開発業務受託機関） 、SMO（Site Management Organization=

治験施設施設支援機関）へのアウトソーシングは引き続き堅調に推移しております。 

当社は医薬品の臨床開発領域における症例登録、EDCサービス、データマネージメントをサービスの中核と捉えて引き

続き業務展開を進めたほか、子会社であるコスメックスを中心にSMO（Site Management Organization=治験施設施設支

援機関）分野での収益機会を獲得し医薬品分野だけでなく化粧品での試験サービス、被験者の募集サービス等も展開を

行ってまいりました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高388百万円（前年同期比61.8％減）、経常損失248百万円（前年同期比

4.1％増）、当期純損失262百万円（前年同期比33.5％減）となり前連結会計年度に比べ売上高は減少いたしましたが、

経常損失は増加、当期純損失は減少いたしました。 

  

次に当社グループのセグメント別概況についてご報告申し上げます。 

ＥＤＣサービス事業につきましては、株式会社モス・イーソリューションにおきまして、臨床データ収集・管理シス

テムを用いて試験進捗管理・安全性管理・ＣＲＦ電子化支援サービスとして提供しております。当連結会計年度におき

ましては、より付加価値の高いサービスの提供を行える体制構築を進め、受注業務の選別、見直し等を行いました、し

かしながら当初見込まれておりました受注予想に対し、治験計画の変更などに伴う受注の遅れ、またCRF電子化の推進

が、当社の目論みよりも進まなかったことなどから計画を下回る結果となりました。 

その結果、売上高は125百万円(前年同期比56.4％減)となりました。効率的運用により開発コストの削減が大きな成果

を上げたものの営業損失は25百万円となりました。 

  

化粧品等評価試験事業につきましては、株式会社コスメックスにおきまして、化粧品や健康食品等の評価試験を受託

しております。当連結会計年度におきましては、化粧品試験の基準もますます厳しくなる中で、各社がこの流れに対応

すべく準備を進め、化粧品試験の実施が一部延期されたこと、実施した試験が大型化し、期内に検収が終了しなかった

案件が発生したことなどの影響などにより、売上高は52百万円(前年同期比81.6％減)となり営業損失は58百万円となり

ました。 

  

医薬品治験業務受託事業につきましては、株式会社コスメックスにおきまして、医療機関での治験実施体制の整備、

治験コーディネーター（ＣＲＣ）による被験者対応、症例報告書作成の補助、被験者募集説明会の開催支援などを行っ

ております。当連結会計年度におきましては、前連結会計年度での開発サイクルとも連動した皮膚科領域での受注の減

少により売上高は104百万円(前年同期比57.5％減)となり営業利益は、18百万円となりました。 

  

その他のサービス事業につきましては、製薬企業等へ向けての個別調査案件の他、薬剤割付業務等を行っておりま

す。当連結会計年度におきましては、従来の開業医中心の調査から病院も含めたマルチクライアント調査へと、サービ

スの領域を拡充した他、㈱モス・アドバイザーズ、㈱モス・インベストメンツにおいて新規の事業を開始し、製薬会社

各社のニーズに対応する体制を整えました。その結果の売上高は104百万円(前年同期比18.9％減)、営業利益は18百万円

となりました。 

  

  

(注) 事業の種類別セグメントについては、１(１)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報) 事業の種類別セグメ

ント情報 当連結会計年度の(注)5に記載の通り、事業区分を変更しております。このため、当該項目における売上高並



びに営業損益の前年同期比については、前連結会計年度分を遡及修正した金額に基づき算出しております。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・フローが242百

万円減少し、投資活動によるキャッシュ・フローが8百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローが464百万円増

加し、この結果、現金及び現金同等物の増加は212百万円の増加となり、現金及び現金同等物の期末残高は、727百万円

となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、242百万円（前連結会計年度は454百万円の減少）となりまし

た。これは、税金等調整前当期純損失が、251百万円となったことよるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、8百万円（前連結会計年度は46百万円の減少）となりました。

これは主として投資有価証券の取得による支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、464百万円（前連結会計年度は331百万円の減少）となりまし

た。これは主として社債の発行による収入289百万円、社債の返済による支出95百万円、株式発行による収入306百万円

などによるものであります。 

  

  

  

  

  

  



  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は製造原価で表示しております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ３ 事業の種類別セグメントについては、第５ 経理の状況 １（１）連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）事業の種

類別セグメント情報 当連結会計年度の（注）５に記載の通り、事業区分を変更しております。このため、当該項目にお

ける生産高の前年同期比については、前連結会計年度分を遡及修正した金額に基づき算出しております。 

  

(2) 受注状況 

当連結会計年度における受注状況を区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

区分 生産高(千円) 前年同期比(％) 

EDCサービス事業 140,291 53.9 

化粧品等評価試験事業 81,462 57.8 

医薬品治験業務受託事業 50,707 61.1 

その他のサービス事業 82,567 32.4 

合計 355,027 48.0 

区分 受注高(千円) 
前年同期比

(％) 
受注残高(千円)

前年同期比
(％) 

EDCサービス事業 79,300 30.7 67,728 59.2 

化粧品等評価試験事業 77,404 276.9 35,711 323.1 

医薬品治験業務受事業 120,266 236.1 142,717 112.1 

その他のサービス事業 120,671 188.8 49,413 176.1 

合計 398,157 99.2 295,570 103.4 



(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 事業の種類別セグメントについては、第５ 経理の状況 １（１）連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）事業の種

類別セグメント情報 当連結会計年度の（注）５に記載の通り、事業区分を変更しております。このため、当該項目にお

ける生産高の前年同期比については、前連結会計年度分を遡及修正した金額に基づき算出しております。 

３ 主な相手先別の販売実績及び販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。 

 

  

３ 【対処すべき課題】 

当連結会計年度におきましては、前連結会計年度に引き続き財務体質の改善に取り組みました。しかしながら案件獲得の遅れ等に

伴い、システム開発費の効率化、人材の効率活用等で原価を押し下げる努力を致しましたが総合的な収益の改善を今期に達成するに

は至りませんでした。 

当社グループと致しましては引き続き、経営の合理化と効率化を強化しつつ、また「医」、「美」である、㈱モス・イーソリュー

ション、㈱コスメックスの営業拡大をより一層推進し、更に「食」をキーワードにした新たなる展開を強力に推進してまいります。 

本年度の最重要課題は、黒字化の達成とし、現在の各企業のより一層の売上拡大、そしてそれに伴った利益の実現化のための施策を

講じ、更に新たなる収益機会の獲得にも積極的に専念してまいります。 

また、次のステージに向け、役員構成も一新し、黒字の実現化達成を目標に、事業展開をしてまいります。 

今後も、引き続き優秀な人材の確保と育成を通じた営業力、マネージメント力の強化に努め、顧客からの評価を通じた収益力の向上

を実現すると伴に、新しい企業グループの確立を引き続き目指してまいります。 

株主の皆様には、今後とも当社グループに格別のご理解と一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

  

区分 販売高(千円) 前年同期比(％) 

EDCサービス事業 125,998 43.6 

化粧品等評価試験事業 52,744 18.4 

医薬品治験業務受託事業 104,825 42.5 

その他のサービス事業 104,938 81.1 

合計 388,505 38.2 

相手先 

前連結会計年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

ワイス㈱ 93,878 9.2 19,741 5.1 

キリンファーマ㈱ 2,393 0.2 18,596 4.8 

エーザイ㈱ 35,318 3.5 ― ― 



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。 

(1) 当社グループが提供しているサービスの内容について 

 当社グループでは、医薬品の臨床試験に関するデータを、効率良く適宜収集できるＲＤＣ（Remote Data Capturing）システムを

開発し、運用するサービスを提供しております。このサービスは当社グループの有する臨床試験データのリアルタイム（動的）管

理技術を用いるもので、被験者（患者）が医療機関へ来院する都度必要なデータを入手し、随時完全なデータに変換・処理するこ

とにより、臨床試験の進捗管理や安全性管理（異常値の検出・医療機関への通知）を可能にするものであります。 

製薬会社が当社グループに対してデータ管理業務を委託することにより、自社で雇用する専門家の業務負担を軽減することが可

能となります。又、途中段階のデータは容易に解析などの目的に利用することが可能となるうえ、試験が終了した後に極めて早期

に電子的な形でデータを製薬会社に対して提供することができますので、臨床試験期間を短縮することにつながるものでありま

す。 

通常、新医薬品の開発は競争のもとに行われ、上市時期が遅れると販売機会の減少、シェアの減少につながるため、開発期間の

短縮は製薬会社にとって至上課題となっております。このことから当社グループのサービスは、顧客にとって有効なソリューショ

ンと認知されていると判断しております。 

当社グループは、今後も継続して本サービスを提供し、成長を図る方針であります。しかしながら、今後とも、当社グループの

市場競争力、優位性が持続する保証はなく、当社グループのサービスが顧客ニーズに適合しない場合は、当社の想定する事業機会

が縮小し、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(2) 当社グループが属する業界の動向について 

 ① 製薬会社を取り巻く環境の影響について 

製薬会社は、真に優れた医薬品を開発・提供し、世界の人々の健康と医療の向上に貢献することを社会的使命としており、科学に

関する真摯な取組みと高い倫理性に基づいた企業行動が求められております。 

現在の製薬会社は、海外・国内あるいは大小を問わず、少量多品種製品の供給、薬価基準の見直し、研究開発費負担増、販路拡大

等を巡って合併、Ｍ＆Ａ等による再編が進んでおります。 

 このような状況においては、新薬開発件数が合併、共同開発により短期的には減少する可能性もあります。しかし、ゲノム創薬等

の臨床試験が今後本格的に開始されることを考えると、むしろ中長期的には新薬開発件数が増加するものと思われます。一方、製薬

会社としてはなるべく低コストで、試験の質を一定水準以上に保ち効率的に研究開発を行うニーズが高まっており、試験実施にあた

りアウトソーシングを促進してくると思われます。しかしながら、今後の製薬会社の動向次第では、臨床試験の当社の受託件数が減

少し、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

 ② 日米EU医薬品規制整合化国際会議（ＩＣＨ）（*1）への対応 

現在、医薬品開発関連業界に関係する国際会議として、1991年11月以降日米EUの行政当局及び製薬会社連合間にて日米EU医薬品規

制整合化国際会議（ＩＣＨ）が重ねて開催され、これまで、新医薬品承認に関する品質、安全性、臨床試験等の分野で多くの最終合

意がなされております。特に1998年２月のＩＣＨ運営委員会において、「外国臨床データ受け入れに際し考慮すべき民族的要因」と

いうガイドラインが合意されました。もともと、医薬品の承認制度は国によって異なり、海外で承認されていても日本ですぐに発売

できるわけではなく、また、日本で承認されていても海外ですぐに発売できるわけではありませんでしたが、この合意ガイドライン

によって、一定の確認試験（ブリッジング試験（*2））を条件に、日米EU相互間の臨床データを利用した審査が可能となりました。 

 医薬品の開発に際し、ブリッジング試験の利用は、大きな時間短縮に繋がるものと期待されております。今後は、新医薬品の開発

計画の段階からブリッジング試験を考慮して、日米EUの同時開発が進むものと予想されますが、このような臨床試験のグローバル化

の動きがさらに進み、海外での臨床試験にシフトしていく可能性があり、この動きへの対応が遅れた場合には、当社グループの将来

の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

 ③ わが国における法的規制（新ＧＣＰ）への対応 

平成10年4月に医薬品開発の基準である新ＧＣＰ（Good Clinical Practice）省令（「医薬品の臨床試験の実施の基準」）が施行さ

れました。この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品および医療用具の品質、有効性および安全性の確保、および医療上特に必要性

が高い医薬品および医療用具の研究開発を促進するための規制や措置を定めており、治験（承認申請を目的とする臨床試験）の品質

保証及び品質管理等の取扱いについても定められております。 



具体的には、治験の第一義的責任は治験依頼者にあることが明記され、治験依頼者が治験を実施する医療機関および治験責任医師

を選定すること、自らの責任において治験実施計画書（プロトコール）原案を作成し、治験の質を保証するシステムを構築して適切

に運用すること、治験データが科学的であり倫理的な手段によって得られたことを客観的に証明することが求められております。 

この結果として、治験業務の内容が厳密化し、治験実施医療機関において業務量が著しく増大いたしました。一方、製薬会社側で

は、同省令に沿った臨床試験を確実に迅速に実施するニーズがあり、そのためにアウトソーシング先としてのＣＲＯ（*3）の役割が

重視されております。 

しかしながら、我が国の法的規制の今後の動向によっては、アウトソーシング業務が制限を受ける可能性もあり、これらが、当社

グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

 ④ ＣＲＯ業界の動向について 

 当社の属するＣＲＯ業界は、このような臨床試験（市販後調査を含む。）の実施にあたって、製薬会社等との委受託契約により臨

床試験の運営と管理に係わる各種業務の一部または全部を行っております。提供するサービスの内容は、臨床試験実施計画書（*4）

および症例報告書（*5）の作成支援、症例登録・試験進捗管理（*6）、データマネジメント・統計解析（*7）、モニタリング

（*8）、総括報告書作成、薬事申請代行などのほかこれらの業務を実施する上で必要とされるシステム開発などであります。 

ＣＲＯ業界は、製薬企業にとって、開発期間の短縮、臨床試験の品質向上に対する要求、開発費負担の増加、承認・販売に至る確

率の低さという課題を克服するために業務をアウトソーシングする先として、需要が拡大している比較的新しい業界であります。 

従って、既に参入している企業が存在し、さらに、今後の市場の拡大を見込み、多くの医療・医薬品関連企業、商

社、情報系企業などが参入する可能性があり、当社がこれらの競合企業との競争に遅れをとった場合、当社グループの

将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

（注）1．専門用語につきましては、以下のとおりであります。 

*1 

  

  

  

  

  

  

ＩＣＨ 

 International Conference on Harmonization of Technical Requirement for Registration of 

Pharmaceuticals for Human Use を原語とする略語。従来、日本、ＥＵ（ＥＣ）、米国の三極がそ

れぞれ定めていた新薬承認申請のための非臨床試験や臨床試験のためのガイドラインなどをできる

だけハ―モナイズし、各国で実施された各種試験データを三極の医薬品規制当局が受け入れること

により、医薬品の開発を促進し、より良い医薬品をより速く、病で苦しんでいる世界中の患者の下

に届けることを共通の目標としている。 

*2 ブリッジング試験 

 外国で得られた臨床データの日本人への外挿可能性を示すために実施される試験のことをいう。

ある薬剤の作用に民族差が懸念される場合には、日本で限定的な量の臨床試験を実施し、外国で得

られた臨床データとの間を橋渡し（ブリッジング）させることがあり、これが成立すると、日本で

新たに実施すべき臨床試験の一部が省略され、開発に要する期間の大幅な短縮が期待される。 

*3 ＣＲＯ 

 Contract Research Organization の略語、開発業務受託機関のこと。製薬会社等が行う臨床試験

の運営および管理に係わる各種業務の一部または殆ど全てを製薬会社等から受託する組織（または

個人）。 

*4 臨床試験実施計画書（プロトコール） 

  臨床試験の依頼者（製薬会社等）が作成するもので、試験の目的、試験デザイン、方法、統計学

的な考察および組織・責任体制について記載した文書。 

*5 症例報告書 

調査票、ＣＲＦ（Case Report Form）ともいい、各被験者に関して、臨床試験依頼者に報告する

ことが試験実施計画書において規定されている全ての情報を記録するための印刷されたまたは光学

的若しくは電子的な記録様式およびこれらに記録されたもの。 

*6 症例登録・試験進捗管理 



(3) 小規模組織であることについて 

当社グループは平成19年7月31日現在の従業員数が44名（常用パート含む）と小規模な組織であり、内部管理体制もこれに応じたも

のとなっております。今後も事業規模の変動に伴ってより適切な内部管理体制を構築していく方針でありますが、当社グループの事

業拡大に即応して、適切かつ十分な組織的対応ができない可能性があります。かかる事態が生じた場合には、効率的な企業運営が行

えなくなり、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(4) 人材の確保について 

サービスの品質を維持しつつ事業拡大を進めていくためには、優秀な人材の確保及び定着が必要であると考えております。今後更

なる成長のためには、現在当社グループに在籍している人材と同等もしくはそれ以上の人材が必要となりますが、当社グループの求

める人材の確保は必ずしも容易ではありません。 

当社グループは、今後も積極的に優秀な人材の獲得に努めていく方針ではありますが、適確な人材をタイムリーにかつ十分に確保

できなかった場合、当社グループの将来の事業拡大が制約を受ける可能性があります。 

  

(5) システムダウンについて 

 当社グループのサービスの提供におきましては、当社グループのコンピュータ・システムが良好に運用され、機能が

維持できることが前提となっております。当社グループのコンピュータ・システムが、当社グループに責務のある原因

で不具合（誤作動・バグ・納期遅延等）が生じた場合、損害賠償責任の発生やユーザーの当社グループに対する信頼喪

失により、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

また、当社グループはコンピュータ・システムのバックアップにより災害対策を講じておりますが、地震や水害等の大規模広域災

害、火災等の地域災害、コンピュータ・ウィルス、電力供給の停止、通信障害、通信事業者に起因するサービスの中断や停止等現段

階では予測不可能な事由により、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

実施医療機関において臨床試験が試験実施計画書に沿って実施され、当該試験が円滑に進められ

るようにサポートする業務。 

*7 データマネジメント・統計解析 

臨床試験により集積された調査票データの精査、固定、集計、解析、各種会議用資料の
作成等一連のデータを処理する業務。 

*8 モニタリング 

 臨床試験の依頼者（製薬会社等）により指名されたモニター（ＣＲＡ：Clinical Research 

Associateともいいます）が、試験の進行状況を調査し、試験が臨床試験実施計画書、業務手順

書、薬事法に規定する基準等に沿って実施、記録および報告されることを保証する活動。 



５ 【経営上の重要な契約等】 

特記すべき事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在において当社が判断したものであります。 

(1) 会計上の見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されており

ます。この連結財務諸表の作成にあたりまして、当社グループは、決算日における資産・負債の報告数値ならびに

報告期間における収益・費用の報告数値など会計上の見積りを必要とする事象およびその見積りに影響を与える要

因を把握し、把握した要因に関し、適切な仮定を設定しております。さらに設定した仮定に基づき適切な情報を収

集し、適切な仮定および情報による見積り金額を計算しております。 

当社グループの経営陣は、貸倒引当金、賞与引当金、事業撤退損失引当金、棚卸資産、投資、法人税等に関する

見積りや判断に関して継続的に評価を行っております。なお、見積りおよび判断は、過去の実績や状況に応じ合理

的だと考えられる様々な要因に基づき行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これ

らの見積りと異なる場合があります。 

  

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

当社は医薬品の臨床開発領域における症例登録、EDCサービス、データマネージマントをサービスの中核と捉えて

引き続き業務展開を進めたほか、子会社であるコスメックスを中心にSMO（Site Management Organization=治験施

設施設支援機関）分野での収益機会を獲得し医薬品分野だけでなく化粧品での試験サービス、被験者の募集サービ

ス等も展開を行ってまいりました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高388百万円（前年同期比61.8％減）、経常損失248百万円（前年同期

比4.1％増）、当期純損失262百万円（前年同期比33.5％減）となり前連結会計年度に比べ売上高は減少いたしまし

たが、経常損失は増加、当期純損失は減少いたしました。 

  

(3) 当連結会計年度の財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における財政状態につきましては、総資産は1,187百万円(前年同期比19.4％増)、純資産は789

百万円(前年同期比6.2％増)となりました。 

  

（注） 事業の種類別セグメントについては、１（１）連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）事業の種類別

セグメント情報 当連結会計年度の（注）５に記載の通り、事業区分を変更しております。このため、当該項目に

おける売上高並びに営業損益の前年同期比については、前連結会計年度分を遡及修正した金額に基づき算出してお

ります。 



  

(4) 戦略的現状と見通し 

当社グループを取り巻く環境につきましては、製薬会社の生き残りをかけた提携、統合等が進み、臨床試験関連

のアウトソーシング業界全体の市場規模はますます拡大しております。また、化粧品・食品業界におきましても医

薬品業界と同様に拡大基調にございます。 

当社グループは昨年11月より新たな経営体制のもと、「信頼に応えられる新しい企業像」を目指し、事業推進お

よび財務体質の改善に取り組んでまいりました。ＣＲＯ事業は新設の子会社㈱モス・イーソリューションに移行

し、㈱コスメックスを含めた当社グループ企業の体制整備とともに、財務面では安定した資本の充実、集中と選

択、無駄の排除等の徹底した改革を断行し、徐々にその成果が上がってまいりました。今後も更なる体制強化を行

いつつ売上拡大を図ってまいる所存でございます。 

また、㈱モス・アドバイザーズおよび㈱モス・インベストメンツを新たにスタートさせました。㈱モス・アドバ

イザーズでは、国内外の医療機関に対し「医療機関の立場にたった」複合的な金融アドバイス、医療機関等を主な

対象とした優秀な経営管理の人材の紹介、更には国内外の医療関連企業のビジネス展開に関するコンサルティング

等を開始しております。 

「㈱モス・インベストメンツ」では、医療分野を中心とした「医」、「美」、「食」に関わる事業への投資及び

財務支援業務を積極的に推進していく予定でございます。  

今後、更にグループ経営の合理化と効率化を追求し、安定した経営基盤を確保するとともに、当社グループ事業

を積極的に推進し、早期黒字化を実現すべく努力して参ります。 

  

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 ① キャッシュ・フロー 

   当社グループのキャッシュ・フローの増減要因は、以下のとおりであります。 

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、期中における営業活動の成果である税金等調整前当期純損失に影

響を受けております。 

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、子会社の設備投資の支出、前連結会計年度における有価証券運用

の元本回収、投資有価証券の取得による支出に影響を受けております。 

 ② 財務政策 

 当社グループは、短期運転資金は短期借入、長期運転資金・設備投資資金などについては、新株発行や社債発

行などのエクイティファイナンスによっております。当社グループは、今後も引き続き戦略的な財務施策に取り

組み、強固な財務基盤を保つほか、収支構造の改善により営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことに

よって、当社グループの成長のための必要資金を調達することが可能と考えております。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度の設備投資につきましては、子会社を中心として業務の効率化、改善を主眼に実施致しました。 

 当連結会計年度の設備投資等の総額は、3,436千円であります。事業の種類別セグメントの内訳は次のとおりであり
ます。 

  
 (1) EDCサービス事業 

該当事項はありません。 

 (2) 化粧品等評価試験事業 

当連結会計年度の主な設備投資は、皮膚の状態の測定機器に関する総額3,436千円の設備投資を実施致しました。
なお、美容に関するレーザー装置の除却として2,839千円を減損損失として計上しております。 

 (3) 医薬品治験業務委託事業 

該当事項はありません。 

 (4) その他のサービス事業 

該当事項はありません。 

 (5) 全社共通 

該当事項はありません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

 (1) 国内子会社 

  

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設、拡充 

   該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備の除却及び売却 

該当事項はありません。 

  

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 帳簿価額(千円)
従業員数
(名) 

(株)コスメックス 
本社 
(東京都新宿区) 

化粧品等評価試験事業

医薬品治験業務委託事

業 

その他サービス事業 

本 社 設 備
等 

建物 
工具 器
具備品 

ソフトウ
ェア 

  
合計 
  20 

12,772 14,176 3,157 30,106



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

 (注) 「提出日現在発行数」欄には、平成19年10月１日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 29,000,000 

計 29,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年７月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年10月30日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引業

協会名 
内容 

普通株式 8,482,771.77 8,482,771.77 
大阪証券取引所
ニッポン・ニュー・マー 
ケット－「ヘラクレス」 

― 

計 8,482,771.77 8,482,771.77 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

①平成15年12月10日発行の新株予約権 

  

  
事業年度末現在

(平成19年7月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年9月30日) 

新株予約権の数  84個  84個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数    8,400株 (注)1 8,400株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 1,550円 (注)2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年11月1日から
平成20年10月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  1,550円
資本組入額   775円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当をうけた
者は、権利行使時において
も、当社または当社の子会社
の取締役、監査役もしくは従
業員の地位にあることを要
す。ただし、任期満了による
退任、定年退職その他正当な
理由のある場合にはこの限り
でない。 
また、協力関係にある取引先
については、新株予約権発行
の取締役会決議により、当社
と割当者の間に締結する「新
株予約権割当契約」に定める
ところによる。 
 その他の権利行使の条件
は、新株予約権発行の取締役
会決議により、当社と割当者
との間に締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところ
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ―――― ―――― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―――― ―――― 



②平成16年12月28日発行の新株予約権 

(注)１ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行

われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額(各新株予約権の行使により発行また

は移転する株式１株当たりの払込金額。以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

  

  

時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げる。 

  

  
事業年度末現在

(平成19年7月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年9月30日) 

新株予約権の数 200個 200個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数    20,000株 (注)1 20,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 1,230円 (注)2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年12月1日から
平成26年11月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  1,230円
資本組入額 1,230円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当をうけた
者は、権利行使時において
も、当社または当社の子会社
の取締役、監査役もしくは従
業員の地位にあることを要
す。ただし、任期満了による
退任、定年退職その他正当な
理由のある場合にはこの限り
でない。 
また、協力関係にある取引先
については、新株予約権発行
の取締役会決議により、当社
と割当者の間に締結する「新
株予約権割当契約」に定める
ところによる。 
 その他の権利行使の条件
は、新株予約権発行の取締役
会決議により、当社と割当者
との間に締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところ
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ―――― ―――― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―――― ―――― 

調整後行使額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額   

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

分割・新規発行前の株価   

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数   



２） 新株予約権付社債 

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

  

  

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成18年11月15日発行）

  
事業年度末現在

(平成19年７月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成19年９月30日) 

新株予約権の数 30個 30個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 993,360株 (注)1 993,360株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき302円 (注)2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年11月16日から
平成19年11月14日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  302円
資本組入額 151円 

同左 

新株予約権の行使の条件 特になし 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

社債券の引渡しにより譲渡
することができる。 
会社法254条第2項及び第3項
の定めにより、本社債と本新
株予約権の一方のみを譲渡す
ることはできない。 

同左 

代用払込みに関する事項 

新株予約権の行使に際して
出資される財産は、本新株予
約権に係る本社債とし、本社
債の価額はその払込金額と同
額とする。ただし、交付株式
数に転換価額（ただし、転換
価額の修正または調整された
場合は修正後または調整後の
転換価額）を乗じた額が行使
請求する本新株予約権に係る
本社債の払込金額の総額を下
回る場合には、本新株予約権
の行使に際して出資される財
産は、当該差額部分を除く本
社債とし、この場合の本社債
の価額は、本社債の払込金額
から上記差額を差し引いた額
とする。上記ただし書きの場
合には、本社債の償還金とし
て上記差額を償還する。 

同左 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

新株予約権付社債の残高（百万円） 300 300 



(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。 

  ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についての

み行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(又は併合)の比率 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額(各新株予約権の行使により発行

または移転する株式１株当たりの払込金額。以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げる。 

  時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

当社は現状においてライツプランを導入しておりません。 

調整後行使額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率

  

調整後 
払込価額 

  

＝

  

調整前 
払込価額 

 

×

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注)１ 平成14年８月８日に有償一般募集増資(ブックビルディング方式)による新株発行(発行価格500千円、引受価額460千円、資

本組入額187千円)を行っております。なお、同日付で大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場(現ニッポン・ニュー・マ

ーケット―「ヘラクレス」)に上場いたしました。 

２ 平成14年12月10日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、所有株式数を１株につき２株の

割合をもって分割いたしました。 

   ３ 新株予約権行使、発行価格62,500円、資本組入額31,250円 

４ 新株予約権行使、発行価格62,500円、資本組入額31,250円 

   ５ 第三者割当増資、発行価格108千円、資本組入額54千円。割当先 バリュークリエーションほか7名。 

６  新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。 

７ 平成17年１月31日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を１株 

につき100株の割合をもって分割いたしました。 

    ８  新株予約権行使 発行価格 625円 資本組入額 312.5円 

９ 第三者割当増資、発行価格419円、資本組入額210円。割当先 日本アジアホールディングズ㈱ 

10 第三者割当増資、発行価格286円、資本組入額143円。割当先 Chan Chung Man、後藤哲二 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成14年８月８日(注)１   1,000  13,692  187,000  488,050  273,000  428,500 

平成15年１月24日(注)２   13,692   27,384 ―   488,050 ―   428,500 

平成15年11月12日(注)３ 32 27,416 1,000 489,050 1,000 429,500 

平成16年６月４日(注)４ 32 27,448 1,000 490,050 1,000 430,500 

平成16年７月23日(注)５ 5,000 32,448 270,000 760,050 270,000 700,500 

平成17年１月1日～ 
平成17年１月31日 
(注)６ 

7,092.17 39,540.17 499,997 1,260,047 500,002 1,200,502

平成17年３月23日(注)７ 3,914,476.83 3,954,017 ― 1,260,047 ― 1,200,502 

平成17年３月25日(注)８ 4,000 3,958,017 1,250 1,261,297 1,250 1,201,752 

平成17年４月７日(注)８ 3,200 3,961,217 1,000 1,262,297 1,000 1,202,752 

平成17年４月18日～ 
平成17年４月28日 
(注)６ 

117,647.04 4,078,864.04 39,999 1,302,297 40,000 1,242,752

平成17年５月11日(注)６ 29,411.76 4,108,275.80 9,999 1,312,297 10,000 1,252,752 

平成17年７月４日～ 
平成17年７月22日 
(注)６ 

1,143,323.97 5,251,599.77 379,999 1,692,297 380,000 1,632,752

平成17年７月22日(注)９ 2,147,972 7,399,571.77 451,074 2,143,372 448,926 2,081,678 

平成17年11月17日(注)８ 1,600 7,401,171.77 500 2,143,872 500 2,082,178 

平成17年12月15日(注)８ 1,600 7,402,771.77 500 2,144,372 500 2,082,678 

平成18年11月15日(注)10 1,080,000 8,482,771.77 154,440 2,298,812 154,440 2,237,118 



(5) 【所有者別状況】 

平成19年７月31日現在 

(注)1.自己株式122.77株は、「個人その他」に122株、端株の状況に0.77株含まれております。 

2.上記「その他の法人」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、3,125株含まれております。 

  

(6) 【大株主の状況】 

平成19年７月31日現在 

（注）チャン チュン マンは、平成18年11月15日に当社が第三者割当増資のため発行した株式を1,010,000株引き受けたことによ

り、主要株主になっております。 

区分 

株式の状況 

端株の状況政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品 
取引業者 

その他の
法人 

外国法人等 
個人
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

0 2 10 38 ７ 18 9,182 9,257 ―

所有株式数 
(株) 

0 17,639 2,520,690 207,878 136,388 1,011,723 4,588,453 8,482,771 0.77

所有株式数 
の割合(％) 

0 0.2 29.7 2.5 1.6 11.9 54.1 100.0 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

日本アジアホールディングズ株
式会社 

東京都千代田区丸の内2-3-2 2,397,972 28.27 

チャン チュン マン 

  

(常任代理人  

  日本アジア証券株式会社） 

FLAT  H，11/F,18  FARM  ROAD  TO  KWA 

WAN,KOWLOON,HONG KONG 

  

東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目7番9号 

1,010,000 11.91 

川邊 家光 神奈川県中郡大磯町 367,017 4.33 

小川 一郎 神奈川県横浜市金沢区 310,000 3.65 

林 一郎 千葉県千葉市美浜区 197,000 2.32 

吉田 寛 東京都多摩市 118,379 1.40 

株式会社雄斗 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-4 共同ビル3F 85,851 1.01 

鴨川 政太郎 大阪府大阪市淀川区 70,000 0.83 

後藤 哲二 東京都大田区 70,000 0.83 

陶原 全弘 奈良県桜井市 63,000 0.74 

計 ― 4,689,219 55.29 



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年７月31日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式3,125株が含まれております。また、「議決権

の数(個)」欄には同機構名義の完全議決権に係る議決権の数3,125個は含まれておりません。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年７月31日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 

普通株式  122 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

8,482,649 
8,479,524 ― 

端株 普通株式 0.77 ― ― 

発行済株式総数 8,482,771.77 ― ― 

総株主の議決権 ― 8,479,524 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
㈱モスインスティテュート 

東京都中央区日本橋蛎殻町
1-7-9 

122 ― 122 0.0 

計 ― 122 ― 122 0.0 



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、平成13年改正旧商法

第280条ノ20および平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び

従業員の業績向上への意欲や士気を喚起することならびに今後の新たな人材確保のために使用することを目的とし

て、また、当社と協力関係にある取引先のインセンティブとすることを目的として、特に有利な条件をもって新株

予約権を発行することを平成15年10月29日開催の定時株主総会及び平成16年10月27日開催の定時株主総会において

特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  

  
①平成15年12月10日発行の新株予約権 

  
（注)１ 平成15年10月29日開催の定時株主総会の特別決議に基づき、平成15年12月10日の取締役会で決議されております。 

２ 当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、株式数は次の算式により調整されます。 

また、当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、払込価額は次の算式により調整されます。 

  

決議年月日 平成15年12月10日  (注) １ 

付与対象者の区分及び人数 
①当社取締役 1名
②当社従業員 4名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ―――― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

―――― 

調整後株式数＝ 
調整前株式数×調整前払込価額 

調整後払込価額 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額   

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

分割・新規発行前の株価   

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数   



②平成16年12月28日発行の新株予約権 

  
（注）１ 平成16年10月27日開催の定時株主総会の特別決議に基づき、平成16年12月28日の取締役会で決議されております。 

２ 当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、株式数は次の算式により調整されます。 

また、当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、払込価額は次の算式により調整されます。 

  

決議年月日 平成16年12月28日  (注) １ 

付与対象者の区分及び人数 当社と協力関係にある取引先 2名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ―――― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

―――― 

調整後株式数＝ 
調整前株式数×調整前払込価額 

調整後払込価額 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額   

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

分割・新規発行前の株価   

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数   



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

  
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

  

【株式の種類等】 普通株式 

区分 当事業年度 当期間 

株式数（株） 処分価額の総額（千

円） 

株式数（株） 処分価額の総額（千

円） 

引き受ける者の募集を行

った取得自己株式 

－ － － － 

消却の処分を行った取得

自己株式 

－ － － － 

合併、株式交換、会社分

割に係る移転を行った取

得自己株式 

－ － － － 

その他 － － － － 

保有自己株式数 122.77 － 122.77 － 



３ 【配当政策】 

当社は、株主各位への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当金につきましては、経営体

質の強化と新規顧客・新市場の開拓など将来の事業展開に備えるための内部留保を加味しながら、毎期の業績を考慮

して決定することを基本方針としております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

当社は、期末配当の他、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、これらの剰余

金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

当期の配当に関しましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

(注) １ 高・ 低株価は大阪証券取引所市場ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場におけるものであります。 

２ 当社株式は平成14年８月８日から大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場に上場いたしまし

たので、それ以前の株価については該当事項はありません。 

３ □印は株式分割権利落後の株価を示しております。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場におけるものであります。 

  

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期 

決算年月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月 平成19年７月 

高(円) 
610,000

□305,000 
208,000

306,000 

□19,760 
997 420

低(円) 
258,000

□129,000 
105,000

87,000 

□405 
280 129

月別 平成19年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

高(円) 287 253 235 191 176 152 

低(円) 232 194 185 137 140 129 



５ 【役員の状況】 

  

（注）1. 取締役 山下 哲夫氏、清見 義明氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。 

   2. 監査役 林利彦氏、高橋正人氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式
数(株) 

取締役社長

代表取締役 
経営管理 
部長 林   一 郎 昭和34年10月16日生 

昭和59年４月
  

昭和63年８月
  

平成元年９月
平成３年４月
平成９年３月
平成12年10月
平成15年12月
平成18年２月
平成18年８月

  
平成18年10月
平成19年10月

株式会社相互生物医学研究所(現
株式会社ビー・エム・エル)入社 
株式会社東京バイオケミカルリサ
ーチインスト入社 
株式会社エスアールエル入社 
株式会社綜合臨床薬理研究所入社 
当社代表取締役社長 
当社代表取締役会長 
当社代表取締役社長 
当社経営管理部長 
株式会社モス・イーソリューショ
ン代表取締役(現任) 
当社取締役経営管理部長 
当社代表取締役社長（現任） 

平成19年10月～
平成21年10月 197,000

取締役会長   山 下 哲 夫 昭和26年12月20日生 

昭和53年4月
昭和56年12月
平成10年12月

  
平成13年5月

  
  

平成19年10月

大蔵省(財務省)入省
野村證券株式会社 入社 
Japan Asia Holdings Limited(香
港)代表取締役兼CEO 
日本アジアホールディングズ株式
会社 代表取締役(現 取締役会
長) 
当社取締役（現任） 

平成19年10月～
平成21年10月 －

取締役   根 村 彰 夫 昭和27年10月3日生 

昭和50年4月
昭和59年10月

  
  

平成12年12月
  
  

平成19年10月

株式会社 ダイエー 入社
ダイエー近畿事業本部・デイリー
担当バイヤー、商品企画部長、工
場長 
株式会社 加ト吉 入社 
東京支社商品企画開発室長、営業
開発部長、営業三部長 
当社取締役（現任） 

平成19年10月～
平成21年10月 －

取締役   清 見 義 明 昭和38年4月17日生 

昭和61年4月
  

平成13年4月
  

平成14年3月
平成17年3月

  
平成19年10月

株式会社三菱銀行（現三菱東京
UFJ銀行）入行 
アメリカンインターナショナルグ
ループ株式会社 
マニュライフ生命保険株式会社 
日本アジアホールディングズ株式
会社 投資部長(現任) 
当社取締役（現任） 

平成19年10月～
平成21年10月 －

常勤監査役   石 井   惠 昭和12年５月12日生 

昭和37年４月
昭和43年５月
昭和47年11月
昭和50年９月
平成14年２月
平成15年１月
平成15年10月

山一證券株式会社入社
株式会社龍角散入社 
株式会社特殊分析研究所入社 
同社取締役 
当社入社 総務部長 
人事総務部長 
当社監査役(現任) 

平成19年10月～
平成23年10月 －

監査役   林    利彦 昭和９年12月13日生 

昭和36年４月
昭和61年６月
平成５年６月

  
平成７年４月

  
平成16年10月

三菱製鋼株式会社入社
MSMカナダINC.代表取締役社長 
ダイヤメディカル株式会社代表取
締役社長 
ダイメック株式会社代表取締役社
長 
当社監査役（現任） 

平成16年10月～
平成20年10月 －

監査役   髙橋 正人 昭和10年1月18日生 

昭和35年4月
昭和35年4月

  
昭和44年4月
昭和44年9月

  
昭和46年12月

  
昭和50年1月

  
平成15年8月

医師国家試験合格
慶応義塾大学医学部内科学教室入
局 
慶応義塾大学医学博士授与 
外務省医務官（在レバノン共和国
日本大使館在勤） 
神奈川県川崎市川崎市立川﨑病院
内科医長 
野村證券株式会社 健康管理セン
ター所長 
日本アジア証券株式会社産業医
（現任） 

平成19年10月～
平成23年10月 －

計 197,000



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社グループでは、機動性のある意思決定とコンプライアンスを重視した業務執行を行うことを経営上の も
重要な課題と位置づけております。 

このために、株主の皆様やお客様をはじめ、従業員、地域社会などの各ステークホルダーとの良好な関係を構
築するとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの制度の運用に関して改善・整備を進め、コ
ーポレート・ガバナンスを充実させていく所存であります。 

また、投資家の皆様に対しては経営の透明性を高めるために自発的かつタイムリーな情報開示を心がけてまい
ります 

  

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、提出日現在下記の通りであります。 

  

 
  

  

   ② 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 

常勤取締役が幹部社員からの業務報告を受け日常的な業務を執り行ない、業務運営上の事項を審議し業務

の効率化を図り、監査役会は取締役会議事録、稟議書その他重要書類を閲覧し、外部弁護士等から助言を受

け必要に応じて意見交換会を開催する他、会計監査人と協議を行い適時会計面でのアドバイスを受け、会計

監査人との協議を通じて、監査役会は自ら果たすべき監査業務を遂行することとしております。 

  

③ 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

  社外取締役および社外監査役については該当事項はありません。 

  

④ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための強力な牽制機能を働かせるため、



取締役会に必ず社外取締役を参加させる。 

当社取締役およびグループ各社の代表取締役は、グループの使用人に対するコンプライアンス教育・啓

発活動を常時行う。 

取締役または使用人が法令または定款違反の疑義のある行為を発見した場合速やかに社外取締役、経営

管理部、社外弁護士等に通報（匿名も可）しなければならないことを全社的に周知徹底し、通報の重要性

に応じて取締役会または経営管理部が再発防止策を策定する。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対し

て、不利益な扱いを行わないこととする。 

  

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

法令・社内規定に基づき、文書等（電磁的記録を含む。以下同じ）の保存及び管理を行い、監査役会の

要求があった場合には、取締役は速やかに文書等を提出する。 

  

ハ．損失の危機管理に関する規程その他の体制 

コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティーに係るリスクについては、それぞれの担当

部署にて規則を制定し、研修を実施する。 

組織横断的リスクの状況の監視並びに全社的対応は経営管理部が行うものとし、新たに生じたリスクに

ついては、速やかに対応責任者となる取締役を定める。 

  

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

常勤取締役が幹部社員からの業務報告を受け日常的な業務を執り行ない、業務運営上の事項を審議し業

務の効率化を図る。 

常勤取締役は、毎月の業務の状況を定時取締役会へ報告するとともに、全社あるいはグループ全体に影

響を及ぼす重要事項については、取締役会において多面的な検討を重ね慎重に決定する。また、必要に応

じ臨時取締役会を開催し、変化する経営環境に迅速に対応するようスピーディな意思決定を執り行なう。 

  

ホ．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社およびグループ会社はより強固な内部統制に関する体制の構築を目指し、当社およびグループ各社

間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築する。 

当社取締役およびグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部体制の確立と運用の

権限と責任を有し、必要に応じて内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。 

  

ヘ．監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

現在監査役会の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役会より請求があった場合には、監査役会と

取締役会との協議により、取締役の指揮命令に属しない専属の使用人を定める。 

  

  

ト．監査役会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

当該使用人の人員異動については監査役と取締役が協議して決定し、人事異動に係る事項については監

査役会の承認を要するものとする。 

  

チ．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

取締役および使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、全社的（当社および当社グループ）に

重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに関する重要な通報の状況およびその

内容をすみやかに報告する。 

  

リ．その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 

監査役会は取締役会議事録、稟議書その他重要書類を閲覧し、外部弁護士等から助言を受け必要に応じ

て意見交換会を開催する。 

当社およびグループ会社の重要な意思決定の過程および業務の執行状況を的確に把握するため、会計監

査人と協議を行い適時会計面でのアドバイスを受け、会計監査人との協議を通じて、監査役会は自ら果た



すべき監査業務を遂行する。 

  

(3) 役員報酬の内容 

当事業年度に取締役及び監査役へ支払った報酬の内容は次のとおりであります。 

  

  

(4) 監査報酬の内容 

  公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬19,000千円 

  上記以外の報酬はありません。 

  

(5) 会計監査の状況 

  会社法に基づく会計監査人及び旧証券取引法に基づく会計監査をアスカ監査法人に依頼しておりますが、同監

査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別利害関係はありません。 

  当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係わる補助者の構成については下記のとおりで

す。 

 ・業務を執行した公認会計士の氏名    指定社員   福島 正巳、今井 基喜、城 哲哉 

 ・会計監査業務に係る補助者の構成    公認会計士  3名 

  

(6) 取締役の定数 

当社の取締役は７名以内とする旨を定款で定めております。 

  

区分 
社内取締役 社外取締役

支給人員 
（名） 

支給額
(千円) 

支給人員
（名） 

支給額
(千円) 

定款又は株主総会決議に基づく
報酬 

3 43,429 － － 

計 － 43,429 － － 

区分 
社内監査役 社外監査役 計

支給人員
（名） 

支給額
(千円) 

支給人員
（名） 

支給額 
(千円) 

支給人員 
（名） 

支給額
(千円) 

定款又は株主総会決議に基づく報
酬 

－ － 2 2,400 5 45,829 

計 － － － 2,400 5 45,829



(7) 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款

で定めております。 

  

(8) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項 

 ①自己株式の取得 

  当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によ

って市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。 

 ②中間配当 

  当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条５項の規定により、取締役会の決議によって毎

年1月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。 

 ③取締役及び会計監査人の責任免除 

  当社は、取締役及び会計監査人が職務の遂行に当たり期待される役割を充分に発揮できるよう、会社法第426条

第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び会計監査人（会計監査

人であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができ

る旨を定款で定めております。 

  

  

  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成17年８月１日から平成18年７月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計

年度（平成18年８月１日から平成19年７月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度（平成17年８月１日から平成18年７月31日まで）は、改正前の財務諸表規則に基づき、当事業

年度（平成18年８月１日から平成19年７月31日まで）は、改正後の財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)

及び前事業年度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、みすず監査

法人により監査を受け、当連結会計年度(平成18年８月１日から平成19年７月31日まで)及び当事業年度(平成18年８月

１日から平成19年７月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、アスカ監査法人の監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

   
前連結会計年度

(平成18年７月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金     535,686     747,777   

２ 受取手形及び売掛金     87,687     88,701   

３ たな卸資産     16,497     40,041   

４ 繰延税金資産     8,912     ―   

５ その他     44,091     44,142   

 貸倒引当金     △9,500     △9,500   

流動資産合計     683,376 68.8   911,163 76.7 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産                    

(1) 建物   23,757     23,764     

減価償却累計額   △7,148 16,608   △10,991 12,772   

(2) 工具、器具及び備品   44,617     48,053     

減価償却累計額   △22,873 21,743   △33,877 14,176   

有形固定資産合計     38,352 3.9   26,949 2.3 

２ 無形固定資産               

(1) ソフトウェア     4.730     3,157   

(2) のれん     132,214     96,156   

(3) その他     226     226   

無形固定資産合計     137,171 13.8   99,540 8.4 

３ 投資その他の資産               

(1) 投資有価証券     120,000     135,000   

(2) その他     14,857     14,807   

投資その他の資産合計     134,857 13.5   149,807 12.6 

固定資産合計     310,381 31.2   276,296 23.3 

資産合計     993,757 100.0   1,187,459 100.0 

        



  
  

  

  

  

  

  

   
前連結会計年度

(平成18年７月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

 １ 買掛金     6,397     16,118   

 ２ 短期借入金     15,000     ―   

 ３ １年内償還社債     95,000     ―   

４ 新株予約権付社債   ―     300,000   

 ５ 未払金     53,088     21,718   

 ６ 未払法人税等     5,700     6,647   

 ７ 前受金     39,684     24,157   

 ８ 預り金     4,345     4,383   

 ９ 賞与引当金     6,022     6,450   

１０ 事業撤退損失引当金     7,168     7,168   

１１ その他     11,466     9,024   

  流動負債合計     243,872 24.5   395,668 33.3 

Ⅱ 固定負債               

 １ 繰延税金負債     311     ―   

 ２ 長期未払金     6,746     2,313   

  固定負債合計     7,058 0.7   2,313 0.2 

  負債合計     250,930 25.2   397,982 33.5 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     2,144,372     2,298,812   

２ 資本剰余金     2,082,678     2,237,118   

３ 利益剰余金     △3,483,897     △3,746,126   

４ 自己株式     △326     △326   

株主資本合計     742,826 74.8   789,477 66.5 

純資産合計     742,826 74.8   789,477 66.5 

負債純資産合計     993,757 100.0   1,187,459 100.0 

             



② 【連結損益計算書】 

  

    
前連結会計年度

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     1,017,262 100.0   388,505 100.0 

Ⅱ 売上原価     822,463 80.8   332,021 85.5 

売上総利益     194,798 19.2   56,483 14.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1   433,022 42.6   291,553 75.0 

  営業損失     238,223 △23.4   235,070 △60.5 

Ⅳ 営業外収益               

 １ 受取利息及び配当金   169     406     

 ２ 負ののれん償却額   2,537     ―     

 ３ 保険収入   2,133     ―     

 ４ 消耗品売却収入   1,466     ―     

５ 消費税還付加算金収入   ―     35     

６ 償却済保証金戻入   ―     50     

 ７ その他   326 6,633 0.7 10 502 0.1 

Ⅴ 営業外費用               

 １ 支払利息   2,617     433     

 ２ 株式交付費   ―     2,608     

 ３ 社債発行費   ―     10,145     

 ４ 保険解約損   886     ―     

 ５ 為替差損   3,659     ―     

 ６ その他   ― 7,162 0.7 803 13,990 3.6 

  経常損失     238,752 △23.4   248,558 △64.0 



  

  

    
前連結会計年度

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特 別 利 益               

 １ 貸倒引当金戻入益   38,969 38,969 3.8 ― ― ― 

Ⅶ  特 別 損 失   
  

  

  

１ 固定資産除却損 ※2 2,074   ―     

２ 減損損失 ※3 53,928     2,839     

３ 事業撤退損失 ※4 79,630     ―     

４ 本社移転費   45,890 181,523 17.8 ― 2,839 0.7 

  税金等調整前当期純損失     381,306 △37.4   251,398 △64.7 

法人税、住民税及び事業税   22,729     2,230     

  法人税等調整額   △1,197 21,531 2.1 8,600 10,830 2.8 

  少数株主損失     △8,590 △0.8   ― ― 

 当期純損失     394,248 △38.7   262,228 △67.5 

      



③ 【連結株主資本等変動計算書】 

前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日)       （単位：千円） 

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年７月31日残高 2,143,372 2,081,678 △3,085,455 △326 1,139,268 

連結会計年度中の変動額           

 新株の発行 1,000 1,000     2,000 

 連結子会社増加に伴う 
利益剰余金の減少高     △4,193   △4,193 

 当期純損失     △394,248   △394,248 

株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)         ― 

連結会計年度中の変動額合計 1,000 1,000 △398,441 ― △396,441 

平成18年７月31日残高 2,144,372 2,082,678 △3,483,897 △326 742,826 

  少数株主 
持分 純資産合計

平成17年７月31日残高 5,826 1,145,094  

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行   2,000  
連結子会社増加に伴う 
利益剰余金の減少高    △4,193  

 当期純損失   △394,248  
 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △5,826 △5,826  

連結会計年度中の変動額合計 △5,826 △402,268  

平成18年７月31日残高 ― 742,826  



当連結会計年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日)       （単位：千円） 

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年７月31日残高 2,144,372 2,082,678 △3,483,897 △326 742,826 

連結会計年度中の変動額           

 新株の発行 154,440 154,440     308,880 

 当期純損失     △262,228   △262,228 

連結会計年度中の変動額合計 154,440 154,440 △262,228 ― 46,651 

平成19年７月31日残高 2,298,812 2,237,118 △3,746,126 △326 789,477 

  純資産合計 

平成18年７月31日残高 742,826   

連結会計年度中の変動額     

 新株の発行 308,880   

 当期純損失 △262,228   

連結会計年度中の変動額合計 46,651   

平成19年７月31日残高 789,477   



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

    
前連結会計年度

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前当期純損失   △381,306 △251,398 

減価償却費   35,452 13,572 

減損損失   53,928 2,839 

事業撤退損失   79,630 ― 

のれん償却額   33,521 36,058 

貸倒引当金の増減額   △105,617 ― 

賞与引当金の増減額   2,026 427 

事業整理損失引当金の増減額   △60,131 ― 

本社移転費   45,890 ― 

固定資産除却損   2,074 ― 

株式交付費   ― 2,608 

社債発行費   ― 10,145 

受取利息及び受取配当金   △169 △406 

支払利息   2,617 433 

売上債権の増減額   152,713 △1,013 

たな卸資産の増減額   106,190 △23,544 

仕入債務の増減額   △106,691 9,720 

前受金の減少額   △80,594 △15,526 

本社移転による支出   △44,472 ― 

未払費用の減少額   △6,543 △1,582 

未払消費税等の増減額   3,713 △773 

未収消費税等の減少額   29,365 3,610 

その他   △187,542 △25,745 

 小計   △425,944 △241,001 

利息及び配当金の受取額   5,964 406 

利息の支払額   △2,711 △430 

法人税等の支払額   △31,375 △1,930 

 営業活動によるキャッシュ・フロー   △454,067 △242,954 



  

  

    
前連結会計年度

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

有形固定資産の取得による支出   △64,099 △3,436 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出 

  △3,500 ― 

有価証券の運用元本回収による収入   100,000 ― 

投資有価証券の取得による支出   △120,000 △15,000 

保険解約返戻金の受取額   4,688 ― 

敷金・保証金回収による収入   45,030 9,458 

敷金・保証金支払による支出   △8,807 ― 

その他   △266 ― 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △46,954 △8,977 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

長期借入金の返済による支出   △84,000 △15,000 

社債の発行による収入   ― 289,854 

社債の返済による支出   △102,000 △95,000 

株式発行による収入   2,000 306,271 

少数株主に対する新株発行による収入   11,093 ― 

リース債務返済による支出   △158,911 △22,103 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △331,818 464,023 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る為替差額   2,571 ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   △830,268 212,091 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,306,000 515,686 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物   39,954 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 515,686 727,777 

        



（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

  

前連結会計年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

当社グループは、当連結会計年度においても前連結会

計年度に引き続き、238,223千円の大幅な営業損失を計

上し、営業活動によるキャッシュ・フローの面において

もマイナスになっており、継続的に営業損失、営業活動

によるキャッシュ・フローのマイナスが続いておりま

す。これにより、当社は継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。 

(1)経費節減 

当社は、当該状況を解消すべく、前連結会計年度にお

いてシステム費用に関する業務委託料削減のための委託

先の見直し、不採算事業からの撤退、コアシステム以外

のシステム除却を実施し、当連結会計年度においては、

前連結会計年度に引き続き業務委託料削減のための活動

を進めたほか、本店移転等の経費削減の施策を実施した

ことにより、大幅な経費削減を達成いたしました。しか

しながら、当連結会計年度において完全な収益力の回復

の実現には至っておりません、当社といたしましては今

後とも経営の合理化によるコスト削減を進め、安定した

経営基盤の確保を図ります。 

(2)EDCサービスの拡販 

EDCサービス事業の拡大の施策といたしましては、従

来から続けております当社独自開発システムである

CLASSYを中心としたサービスを充実すると伴に、新たに

サービスを開始したCLASSY-Lite、新しいWEB技術を活用

した症例登録業務、薬剤割付業務等のサービスを展開し

てまいります。 

EDCサービス事業以外の分野におきましても製薬会社

のニーズの把握に努めるとともに、サービスメニューを

拡充し、受注額の拡大を目指します。特に当社グループ

の事業とシナジー効果を生むようなアライアンス・投資

戦略を実行し、新たな収益機会の獲得と効果的なリソー

ス配分を通じたグループ全体の事業の再構築を行うこと

により、当社の収益力向上に全力をあげて取り組んでま

いります。 

(3)事業再編成 

当社は平成18年７月20日の臨時株主総会の決議により

平成18年８月１日をもって純粋持株会社へ移行致しまし

た。 

主要業務であります治験支援部門を新設分割により、

株式会社モス・イーソリューションとして独立させ、経

営の合理化を図るとともに、今後とも成長が見込まれる

製薬企業の新薬開発関連のアウトソーシング業界におい

て引き続き高品質のサービスを提供する体制を整えまし

た。 

(4)資金繰り 

 事業拡大及び当社の運営資金につきましては、関係会

社である日本アジアホールディングズ株式会社との協力

関係の下、資金計画を立案しており、必要な資金調達を

実行する予定です。 

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成してお
り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には、
反映しておりません。 

当社グループは、当連結会計年度においても前連結会

計年度に引き続き、235,070千円の大幅な営業損失を計

上し、営業活動によるキャッシュ・フローの面において

も△242,954千円となり、継続的に営業損失、営業活動

によるキャッシュ・フローのマイナスが続いておりま

す。これにより、当社グループは継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を改善

すべく、平成18年11月15日に第三者割当増資308百万

円、無担保転換社債型新株予約権付社債300百万円を調

達し、当面の資金について目処をつけ以下の改善策を実

施してまいります。 

当社グループは、既存事業の強化及び財務体質の改善

に取り組むとともに、経営資源の効率的な投入を推進す

るため、CRO事業の子会社化（㈱モス・イーソリューシ

ョン設立）を含めた大胆な体制の建て直しを行いまし

た。サービス品質の向上につきましても、集中と選択、

無駄の排除等の徹底した改革を断行し、更なるサービス

体制強化を行い、製薬会社等のニーズにあったサービス

メニューを拡充し、受注拡大を積極的に図ってまいりま

す。 

また、平成19年2月1日より新たな収益機会の獲得を目

指し㈱モス・アドバイザーズ及び㈱モス・インベストメ

ンツを新たにスタートさせました。 

「医療関連企業・医療機関」の経営側に立った金融関連

アドバイス、人材およびビジネスコンサルティング等を

中心としたサービスを中心に、当社グループの治験ビジ

ネスで蓄積したノウハウや人材派遣の経験を基に、大学

や医薬関連企業との太いパイプを活かしつつ、フィナン

シャルの視点からのサービスを融合させることにより、

新しいビジネスを展開してまいる所存でございます。主

だった業務としては、国内外の医療機関に対し「医療機

関の立場に立った」複合的な金融アドバイス、医療機関

等を主な対象とした優秀な経営管理の人材の紹介・紹介

予定派遣、更には国内外の医療に関心のある関連企業の

ビジネス展開に関するコンサルティング等を計画してお

ります。 

事業拡大及び当社の運営資金につきましては、関係会

社である日本アジアホールディングズ㈱との協力関係の

下、資金計画を立案しており、必要な資金調達を実行す

る予定です。 

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成してお
り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反
映しておりません。 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   3社 

  連結子会社の名称 

株式会社エスエムオーデータセ

ンタ－ 

株式会社クリニカルイノベーシ

ョン 

株式会社コスメックス 

(1) 連結子会社の数   3社 

  連結子会社の名称 

株式会社モス・アドバイザーズ

（旧株式会社エスエムオーデー

タセンタ－） 

株式会社モス・インベストメン

ツ（旧株式会社クリニカルイノ

ベーション） 

株式会社コスメックス 

株式会社モス・イーソリューシ

ョン 

  (2) 非連結子会社
北京協薬臨床薬理実験技術服務有
限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 
前連結会計年度において非連結子
会社であった北京協薬臨床薬理実
験技術服務有限公司は、重要性が
増したことにより当連結会計年度
期首より連結の範囲に含めており
ましたが、平成18年９月22日開催
の臨時取締役会において中国にお
ける合弁事業撤退を決議し、当連
結会計年度中に事業撤退にかかる
会計処理をしたことにより重要性
がなくなったため、当連結会計年
度中において連結の範囲から除外
しております。 

(2) 非連結子会社
北京協薬臨床薬理実験技術服務有
限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 
前々連結会計年度において非連結
子会社であった北京協薬臨床薬理
実験技術服務有限公司は、重要性
が増したことにより前連結会計年
度期首より連結の範囲に含めてお
りましたが、平成18年９月22日開
催の臨時取締役会において中国に
おける合弁事業撤退を決議し、前
連結会計年度中に事業撤退にかか
る会計処理をしたことにより重要
性がなくなったため、前連結会計
年度中において連結の範囲から除
外しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した非連結子会社
及び関連会社はありません。 

(1)持分法を適用した非連結子会社及
び関連会社はありません。 

  (2) 持分法を適用していない非連結
子会社の名称 

北京協薬臨床薬理実験技術服務有
限公司 

(持分法を適用しない理由) 
前連結会計年度において非連結子
会社であった北京協薬臨床薬理実
験技術服務有限公司は、重要性が
増したことにより当連結会計年度
期首より連結の範囲に含めており
ましたが、平成18年９月22日開催
の臨時取締役会において中国にお
ける合弁事業撤退を決議し、当連
結会計年度中に事業撤退にかかる
会計処理をしたことにより重要性
がなくなったため、当連結会計年
度中において連結の範囲から除外
しており、また持分法も適用して
おりません。 

(2) 持分法を適用していない非連結
子会社の名称 

北京協薬臨床薬理実験技術服務有
限公司 

(持分法を適用しない理由) 
前々連結会計年度において非連結
子会社であった北京協薬臨床薬理
実験技術服務有限公司は、重要性
が増したことにより前連結会計年
度期首より連結の範囲に含めてお
りましたが、平成18年９月22日開
催の臨時取締役会において中国に
おける合弁事業撤退を決議し、前
連結会計年度中に事業撤退にかか
る会計処理をしたことにより重要
性がなくなったため、前連結会計
年度中において連結の範囲から除
外しており、また持分法も適用し
ておりません。 



  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等に関

する事項 

連結子会社のうち、株式会社コスメ

ックスの決算日は平成18年３月期ま

で3月31日でありましたが、平成18

年3月27日の株主総会におきまして

決算期を7月31日に変更しておりま

す。連結財務諸表作成に当たって

は、当社の決算日であります７月31

日に合わせて決算を行っておりま

す。 

連結子会社の決算日は、連結決算日
と一致しております。 

  

  

４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

①有価証券 

その他有価証券 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法によ

っております。 

② たな卸資産 

   仕掛品 
個別法に基づく原価法によっ
ております。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

①有価証券 

同左 

  

  

  

② たな卸資産 

同左 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

定率法によっております。な

お、建物については定額法によ

っております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 建物 

  5年～15年 

 工具器具備品 

  4年～6年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

定率法によっております。な

お、建物については定額法によ

っております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物 

  5年～15年 

 工具器具備品 

   4年～6年 

   ② 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可

能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。 

 ② 無形固定資産 

同左 

  (3) 重要な繰延資産の処理方法 

――――― 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 
 ① 株式交付費 

支出時に全額費用として処理し
ております。 

  ② 社債発行費 
支出時に全額費用として処理し
ております。 

  

  (4) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については債権の回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上することとしております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

       同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額の当連結会計年度

負担分を計上しております 

② 賞与引当金 

同左 



  

  

  
  

項目 
前連結会計年度

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

  ③ 事業撤退損失引当金 

 中国からの事業撤退に係る取締

役会決議に伴い、当連結会計年度

末において今後発生が見込まれる

損失について、合理的に見込まれ

る金額を計上しております。 

③ 事業撤退損失引当金 

同左 

  (5) のれんの償却に関する事項 

５年間の均等償却によっておりま

す。 

(5) のれんの償却に関する事項 
同左 

  

  

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 
  

同左 

  (6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

 ① リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

② 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

 ① リース取引の処理方法 

同左 

  

  

  

  

  

② 消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採

用しております。 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 



会計処理の変更 

前連結会計年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準）   

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号）を適用しております。 

これにより税金等調整前当期純損失が53,928千円増加

しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してお

ります。 

――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）   

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

742,826千円であります。 

連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照表の表示

に関する変更は以下のとおりであります。 

１ 前連結会計年度における「資本の部」は、当連 結

会計年度から「純資産の部」となり、「純資産の

部」は「株主資本」に分類して表示しております。 

２  前連結会計年度において独立掲記しておりました

「資本金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は

当連結会計年度においては「株主資本」の内訳科目

として表示しております。 

――――― 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正） 

  

当連結会計年度から、改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会

終改正平成17年12月27日 企業会計基準第１号）及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成17年12

月27日 企業会計基準適用指針第２号）を適用しており

ます。  

これによる損益に与える影響はありません。   

なお、連結財務諸表規則の改正による貸借対照表の表

示に関する変更は以下のとおりであります。 

前連結会計年度において資本に対する控除項目として

「資本の部」の末尾に表示しておりました「自己株式」

は、当連結会計年度から「株主資本」に対する控除項目

として「株主資本」の末尾に表示しておりま 

――――― 



  

  

  

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

  （企業結合に係る会計基準等） 

――――― 当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

22日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 平成18年12月22日 企業会計基準適用指針

第10号）を適用しております。 

  

  （ストック・オプション等に関する会計基準） 

――――― 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５

月31日）を適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

  （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

――――― 当連結会計年度より、平成19年税制改正による減価償

却方法を適用しており、平成19年4月1日以降取得した建

物（付属設備は除く）については定額法、その他の固定

資産については定率法を採用しております。 

ただし、既存資産については、従来通り旧定額法、旧

定率法によっております。 

なお、この変更による影響額は軽微であります。 

前連結会計年度 

(平成18年７月31日) 
当連結会計年度 

(平成19年７月31日) 

1 連結子会社以外の会社のリース契約に対して次の

とおり債務の保証を行っております。 

株式会社ナム  15,939千円 

  

1 連結子会社以外の会社のリース契約に対して次のと

おり債務の保証を行っております。 

株式会社ナム    6,375千円 

        

  



(連結損益計算書関係) 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

      給料手当        86,082千円 

      支払手数料          57,112千円 

      業務委託料        44,453千円 

       

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

      役員報酬        45,829千円 

      給料手当        55,211千円 

      支払手数料          20,758千円 

      業務委託料        21,714千円 

※2 固定資産除却損の主な内訳 

工具、器具及び備品      2,074千円 

※2          ――――― 

  

※3 減損損失 

   当社グループは以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

   当社グループは、事業用の資産については、管理会

計上の区分を基礎としてセグメントに基づくグルーピ

ングを行っております。当連結会計年度においては

EDCサービス事業及び全社共用リース資産において、

過去、営業活動から生ずる損益、キャッシュ・フロー

が継続してマイナスであることから減損の兆候がある

と認められたことにより飯田橋事業所にかかる資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（53,928千円）として特別損失に計上

いたしました。その内訳は、ソフトウェア48,546千

円、リース資産5,381千円となります。 

   なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローを5％

で割り引いて計算しております。 

用途 種類 場所 その他 

EDCシステ

ム 

ソ フ ト

ウェア 

臨床データ

管理サービ

ス部 

飯田橋事業

所 

東京都新宿

区 

EDCサービ

ス事業 

事務所設備 リ ー ス

資産 

飯田橋事業

所 

東京都新宿

区 

全社 

※3  減損損失 

当社グループは以下の資産について減損損失を計

上しました。 

  

  （経緯） 

賃貸料の見直しにより収益性が著しく低下したた

め、減損損失を認識いたしました。 

  

  （グルーピングの方法） 

   原則としてセグメント別に区分し、賃貸用機器に

ついては、個々の物件を単位としております。 

  

用途 貸与機器 

種類 工具、器具及び備品 

場所 代官山クリニック 

その他 治療用レーザー装置 

金額 2,839千円 

※4 事業撤退損失について 

   平成18年9月22日開催の臨時取締役会において決議

いたしました中国における合弁事業撤退に伴う損失で

ございます。 

※4          ――――― 

  



(連結株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は次のとおりであります。 

  ストックオプションの行使による増加    3,200株 

  

２．自己株式に関する事項 

  

  

当事業年度（自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は次のとおりであります。 

  第三者割当増資による増加       1,080,000株 

  

２．自己株式に関する事項 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 7,399,571.77 3,200 ― 7,402,771.77

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 122.77 ― ― 122.77

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 7,402,771.77 1,080,000 ― 8,482,771.77 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 122.77 ― ― 122.77



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

※1. 現金及び現金同等物の連結期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 535,686千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20,000千円

現金及び現金同等物 515,686千円

※1. 現金及び現金同等物の連結期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 747,777千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20,000千円

現金及び現金同等物 727,777千円



 (リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  
 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  
工具器具備品 

(千円) 
合計 

(千円) 
取得価額 
相当額 9,167 9,167 

減価償却 
累計額 
相当額 

3,992 3,992 

減損損失 
累計額 
相当額 

5,175 5,175 

期末残高 
相当額 ― ― 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  
 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

 
工具器具備品

(千円) 
合計 

(千円) 
取得価額
相当額 7,236 7,236 

減価償却
累計額 
相当額 

3,669 3,669 

減損損失
累計額 
相当額 

3,566 3,566 

期末残高
相当額 ― ― 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

   

１年以内 1,673千円

１年超 3,708千円

合計 5,381千円

 ② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減
損勘定期末残高 

 リース資産減損勘定期末残高    3,894千円  

（注）リース資産減損勘定期末残高のうち1,580千円は

流動負債の部の未払金に、2,313千円は固定負債の

部の長期未払金に計上しております。 

１年以内 ―千円

１年超 ―千円

合計 ―千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当
額及び減損損失 

   

支払リース料 1,909千円

減価償却費相当額 1,833千円

支払利息相当額 97千円

減損損失 5,381千円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、減価
償却費相当額及び支払利息相当額 

   

支払リース料 ―千円

リース資産減損勘

定取崩額 
1,673千円

減価償却費相当額 ―千円

支払利息相当額 ―千円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法によっております。 

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額
を利息相当額とし、各期への配分方法については、
利息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

――――― 

２ オペレーティング・リース取引 

――――― 



(有価証券関係) 

前連結会計年度末(平成18年７月31日) 

１. その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２. 時価評価されてない有価証券の内容 

当連結会計年度末(平成19年７月31日) 

１. その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２. 時価評価されてない有価証券の内容 

  

(デリバティブ取引関係) 

１．取引の状況に関する事項 

  

２. 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(自平成17年８月１日 至平成18年７月31日) 

当連結会計年度末において、注記の対象となる取引がありませんので記載しておりません。 

当連結会計年度(自平成18年８月１日 至平成19年７月31日) 

当連結会計年度末において、注記の対象となる取引がありませんので記載しておりません。 

  

(退職給付関係) 

前連結会計年度(自平成17年８月１日 至平成18年７月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自平成18年８月１日 至平成19年７月31日) 

該当事項はありません。 

次へ 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

 (1) その他の有価証券  

    非上場株式 120,000

  連結貸借対照表計上額（千円） 

 (1) その他の有価証券  

    非上場株式 135,000

前連結会計年度
(自 平成17年８月１日 
 至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年８月１日 
 至 平成19年７月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないの

で、該当事項はありません。 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないの

で、該当事項はありません。 



(ストック・オプション等関係) 

前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

  

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストック・オプションの数 

  

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 1名 

当社従業員 4名 

協力関係にある取引先 2名 

株式種類及び付与数 普通株式 8,400株 普通株式 20,000株 

付与日 平成15年12月10日 平成16年12月28日 

権利確定条件 定めがない。 定めがない。 

対象勤務期間 同上 同上 

権利行使期間 平成17年11月1日～平成20年10

月31日 

平成16年12月1日～平成26年11

月30日 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日 

権利確定前     

期首  （株） 8,400 ― 

付与  （株） ― ― 

失効  （株） ― ― 

権利確定（株） 8,400 ― 

未確定残（株） ― ― 

権利確定後     

期首  （株） ― 20,000 

権利確定（株） 8,400 ― 

権利行使（株） ― ― 

失効  （株） ― ― 

未行使残（株） 8,400 20,000 



 ② 単価情報 

  

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日 

権利行使価格 （円） 1,550 1,230 

行使時平均株価（円） ― ― 

付与日における公正な 

評価単価   （円） 
― ― 



  

当連結会計年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

  

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストック・オプションの数 

  

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 1名 

当社従業員 4名 

協力関係にある取引先 2名 

株式種類及び付与数 普通株式 8,400株 普通株式 20,000株 

付与日 平成15年12月10日 平成16年12月28日 

権利確定条件 定めがない。 定めがない。 

対象勤務期間 同上 同上 

権利行使期間 平成17年11月1日～平成20年10

月31日 

平成16年12月1日～平成26年11

月30日 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日 

権利確定前     

期首  （株） ― ― 

付与  （株） ― ― 

失効  （株） ― ― 

権利確定（株） ― ― 

未確定残（株） ― ― 

権利確定後     

期首  （株） 8,400 20,000 

権利確定（株） ― ― 

権利行使（株） ― ― 

失効  （株） ― ― 

未行使残（株） 8,400 20,000 



  

 ② 単価情報 

  

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日 

権利行使価格 （円） 1,550 1,230 

行使時平均株価（円） ― ― 

付与日における公正な 

評価単価   （円） 
― ― 



(税効果会計関係) 

  

  

  

前連結会計年度
(平成18年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年７月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  

繰延税金資産  

事業撤退損失引当金 2,902千円

貸倒引当金繰入超過額 3,846千円

賞与引当金損金算入限度超過額 2,461千円

リース除却損否認 10,452千円

未払事業税否認 1,797千円

減価償却損金算入限度超過額 32,652千円

減損損失 21,835千円

税務上の繰越欠損金 1,366,794千円

 繰延税金資産小計 1,442,744千円

評価性引当額 △1,433,831千円

  繰延税金資産合計 8,912千円

繰延税金負債  

特別償却準備金 △311千円

   

 繰延税金資産の純額 8,600千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  

繰延税金資産  

事業撤退損失引当金 2,917千円

貸倒引当金繰入超過額 3,865千円

賞与引当金損金算入限度超過額 2,632千円

リース除却損否認 1,632千円

未払事業税否認 2,070千円

減価償却損金算入限度超過額 15,135千円

減損損失 15,904千円

税務上の繰越欠損金 1,492,203千円

その他 1,276千円

 繰延税金資産小計 1,537,639千円

評価性引当額 △1,537,639千円

  繰延税金資産合計 － 千円

繰延税金負債 － 千円

   

 繰延税金資産の純額 － 千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

   税金等調整前当期純損失が計上されているため、こ

の差異の内訳については記載しておりません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

同左 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年8月1日 至 平成18年7月31日) 

                                              (単位：千円) 

（注）1．事業区分は、当社グループの取扱サービスの種類の区分によっております。 

   2．各事業の主なサービス 

    （1）e－monitoringサービス事業……中・小規模臨床試験向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

    （2）EDCサービス事業……大規模臨床試験、臨床研究向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

    （3）化粧品等評価試験事業……化粧品・日用品等の安全性・有用性試験業務 

    （4）医薬品治験業務受託事業……医療機関での治験実施体制の整備業務、治験コーディネーター(CRC)によるによる被験者

対応業務、症例報告書作成の補助業務、被験者募集業務 

 （5）その他の事業……システム保守、各種調査、被験者募集業務、CRFの電子化支援業務、データ提供業務 

特定労働者派遣業務 

   3．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は246,399千円であり、そ

の主なものは当社の経理部門等管理部門に係る費用であります。 

   4.当連結会計年度における資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の額は556,892千円であり、その主なものは当

社での現金及び預金、管理部門に係る資産であります。 

   5.従来、臨床検査値管理サービス事業は、区分表示しておりましたが、当該事業区分の売上割合が全セグメントの売上の合計

額の100分の10未満、かつ営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の100分の10未満で、当該セグメントの資産

の金額が全セグメントの資産の金額の合計額が10%未満となったため、当連結会計年度より「その他サービス事業」に含めて

表示しております。なお、「その他サービス事業」のうち従来の「臨床検査値管理サービス事業」の売上高、営業費用、営

業利益はそれぞれ608千円、262千円、345千円であり、資産は6千円、減価償却費及び資本的支出はありません。 

    また、医薬品治験業務受託事業は、従来、「その他サービス事業」に含めて表示しておりましたが、当該事業区分の売上割

  e-monitoring 
サービス事業 

EDCサー 
ビス事業 

化粧品等評
価試験事業

医薬品
治験業務 
受託事業 

その他のサー
ビス事業 

計
消去又は 
全社 

連 結 

  

Ⅰ 売上高及び営業損益 

  

  売上高 

  

（1）外部顧客に対する売上高 

  

（2）セグメント間の 

  内部売上高又は振替高 

  

  

  

  

  

64,741 

  

  

  

  

  

  

288,974 

  

  

  

  

  

286,808 

  

  

  

  

  

247,225 

  

  

  

  

  

129,512 

  

  

  

  

  

1,017,262 

  

  

  

  

  

― 

  

  

  

  

  

1,017,262 

  

― 

  

  

― 

  

― 

  

― 

  

11,552 

  

11,552 

  

(11,552) 

  

― 

計 
  

64,741 

  

288,974 

  

286,808 

  

247,225 

  

141,064 

  

1,028,814 

  

(11,552) 

  

1,017,262 

  

   営  業  費  用 

  

  

101,046 

  

310,500 

  

225,536 

  

214,730 

  

168,824 

  

1,020,637 

  

234,847 

  

1,255,485 

  

営業利益又は営業損失（△） 

  

  

△36,304 

  

△21,526 

  

61,272 

  

32,494 

  

△27,759 

  

8,176 

  

(246,399) 

  

△238,223 

  

Ⅱ 資産、減価償却費、 

    減損損失及び資本的支出 
                

  資産 6,626 38,806 208,384 107,991 91,386 453,195 540,562 993,757 

  減価償却費 ― 17,506 13,131 735 4,078 35,452 ― 35,452 

  減損損失 ― 48,546 ― ― ― 48,546 5,381 53,928 

  資本的支出 ― 50,027 13,543 412 116 64,099 ― 64,099 



合が全セグメントの売上の合計額の100分の10以上、かつ営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の100分の10以上で、

当該セグメントの資産の金額が全セグメントの資産の金額の合計額が10%以上となったため、当連結会計年度より「医薬品治

験業務受託事業」として区分掲記しております。なお、前結会計年度の「その他サービス事業」に含まれている「医薬品治

験業務受託事業」の売上高、営業費用、営業利益はそれぞれ33,319千円、55,860千円、△22,540千円であり、資産、減価償

却費、資本的支出はそれぞれ74,605千円、1,328千円、422千円であります。 

  



当連結会計年度(自 平成18年8月1日 至 平成19年7月31日) 

                                              (単位：千円) 

（注）1．事業区分は、当社グループの取扱サービスの種類の区分によっております。 

   2．各事業の主なサービス 

    （1）EDCサービス事業……大規模臨床試験、臨床研究向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

    （2）化粧品等評価試験事業……化粧品・日用品等の安全性・有用性試験業務 

    （3）医薬品治験業務受託事業……医療機関での治験実施体制の整備業務、治験コーディネーター(CRC)によるによる被験者

対応業務、症例報告書作成の補助業務、被験者募集業務 

（4）その他のサービス事業……システム保守、各種調査、被験者募集業務、CRFの電子化支援業務、データ提供業務、特定

労働者派遣業務、中・小規模臨床試験向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

   3．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は187,881千円であり、そ

の主なものは当社の経理部門等管理部門に係る費用であります。 

   4.当連結会計年度における資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の額は779,207千円であり、その主なものは当

社での現金及び預金、管理部門に係る資産であります。 

   5.従来、e-monitoringサービス事業は、区分表示しておりましたが、当該事業区分の売上割合が全セグメントの売上の合計額

の100分の10未満、かつ営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の100分の10未満で、当該セグメントの資産の

金額が全セグメントの資産の金額の合計額が10%未満となったため、当連結会計年度より「その他のサービス事業」に含めて

表示しております。なお、「その他のサービス事業」のうち従来の「e-monitoringサービス事業」の売上高、営業費用、営

業利益はそれぞれ5,615千円、1,081千円、4,533千円であり、資産は121千円、減価償却費及び資本的支出はありません。 

    

  EDCサー
ビス事業 

化粧品等評 
価試験事業 

医薬品
治験業務 
受託事業 

その他のサー
ビス事業 

計
消去又は
全社 

連 結 

  

Ⅰ 売上高及び営業損益 

  

  売上高 

  

（1）外部顧客に対する売上高 

  

（2）セグメント間の 

  内部売上高又は振替高 

  

  

  

  

  

125,988 

  

  

  

  

  

  

52,744 

  

  

  

  

  

104,825 

  

  

  

  

  

104,938 

  

  

  

  

  

388,505 

  

  

  

  

  

― 

  

  

  

  

  

388,505 

  

― 

  

  

― 

  

  

― 

  

  

8,400 

  

8,400 

  

(8,400) 

  

― 

計 
  

125,988 

  

52,744 

  

104,825 

  

113,338 

  

396,905 

  

(8,400) 

  

388,505 

  

   営  業  費  用 

  

  

151,877 

  

110,975 

  

86,397 

  

94,844 

  

444,094 

  

179,481 

  

623,575 

  

営業利益又は営業損失（△） 

  

  

△25,879 

  

△58,230 

  

18,427 

  

18,493 

  

△47,188 

  

(187,881)

  

△235,070 

  

Ⅱ 資産、減価償却費、 

    減損損失及び資本的支出 
              

  資産 32,654 161,933 84,983 128,680 408,251 779,207 1,187,459 

  減価償却費 ― 11,794 624 1,152 13,572 ― 13,572 

  減損損失 ― ― ― 2,839 2,839 ― 2,839 

  資本的支出 ― 3,436 ― ― 3,436 ― 3,436 



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年8月1日 至 平成18年7月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成18年8月1日 至 平成19年7月31日） 

 該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

 前連結会計年度（自平成17年8月1日 至平成18年7月31日）及び当連結会計年度（自平成18年8月1日 至平成19年7

月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自平成17年８月１日 至平成18年７月31日) 

(1) 親会社及び主要株主等 

  

当連結会計年度(自平成18年８月１日 至平成19年７月31日) 

(1) 親会社及び主要株主等 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

（注１）経営指導料については、当事者間の交渉により決定しております。 

（注２）事務所賃借料については、近隣相場等を勘案して決定しております。 

  

  

次へ 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の
所有(被所 
有)割合(%)

関係内容

取引の
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

役員
の兼 
任等 

事業
上の 
関係 

法人 
主要株主 

日本アジア 
ホールディ
ングズ㈱ 

東京都 
千代田区 

1,407 

国内外の企 
業への投資 
等の投資収 
益の獲得 

(被所有)
直接 32.6 

2名 なし 

経営
指導料 

11,719 － －

事務所
賃借料 

3,430 － －

属性 会社等の名称 住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の
所有(被所 
有)割合(%)

関係内容

取引の
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

役員
の兼 
任等 

事業
上の 
関係 

法人 
主要株主 

日本アジア 
ホールディ
ングズ㈱ 

東京都 
千代田区 

2,641 

国内外の企 
業への投資 
等の投資収 
益の獲得 

(被所有)
直接 28.3 

2名 なし 

経営
指導料
（注1）

8,000 － －

事務所
賃借料 
（注2）

5,880 前払費用 514



(１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり当期純損失金額 

  

前連結会計年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

１株当たり純資産額 100.34円 １株当たり純資産額 93.07円 

１株当たり 
当期純損失金額 

53.26円
１株当たり
当期純損失金額 

32.10円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

潜在株式は存在するものの１
株当たり当期純損失であるた
め記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

潜在株式は存在するものの１株
当たり当期純損失であるため記
載しておりません。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 742,826 789,477 

普通株式に係る純資産額(千円) 742,826 789,477 

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株

当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式に係る連結会計年度末の純資産額と

の差額(千円) － － 

普通株式の発行済株式数（株） 7,402,771.77 8,482,771.77 

普通株式の自己株式数（株） 122.77 122.77 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数(株) 
7,402,649.00 8,482,649.00 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり当期純損失金額     

当期純損失（千円） 394,248 262,228 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 394,248 262,228 

期中平均株式数（株） 7,401,434.75 8,169,005.16 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後1株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

「第４ 提出会社の状況、1株式等の

状況、(2)新株予約権等の状況」に記

載されているすべてであります。 

「第４ 提出会社の状況、1株式等

の状況、(2)新株予約権等の状況」

に記載されているすべてでありま

す。 



(重要な後発事象) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

１．子会社の設立について 

  平成18年７月20日開催の当社臨時株主総会において、

分割計画書承認の件が決議され、下記のとおり新設分割

により子会社を設立いたしました。 

  

 臨時株主総会で承認決議された分割計画書の概要 

（1）会社分割の目的 

  当社は、グループ経営を推進するために、平成１８年

８月１日より純粋持株会社となり、新しいグループ経営

体制に移行することといたしました。この組織変更は当

社グループの企業価値をより向上させるため、意思決

定・監督機能と事業の執行機能を明確に分離し、経営の

透明性とスピードを高めることおよび、経営資源の最適

化を図り効率的な経営体制を確立することを目的として

おります。 

（２） 分割方式  

(i)分割方式  

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする物的

分割でございます。 

(ii)当分割方式を採用した理由  

当社の中核事業である治験支援事業を分社し、当社は

純粋持株会社へ移行するため、当該会社分割方式を採用

いたしました。 

（３） 株式の割当  

本件分割に際して、新設分割設立会社である株式会社

モス・イーソリューションの発行する普通株式500株

は、全て当社に割り当てられます。  

（４） 分割により減少する資本の額など  

該当事項はありません。  

  

（５） 株式の消却方法  

該当事項はありません。  

  

（６） 分割交付金  

分割交付金の支払はありません。 

  

（７）新設分割設立会社が承継する権利義務  

新設会社が当社から承継する資産、債務、雇用契約そ

の他の権利義務（以下、単に「権利義務」という）は、

本件分割をなすべき時期において承継事業に属する次に

記載する権利義務とする。なお、債務の承継について

は、重畳的債務引受の方法による。また、承継する権利

義務のうち資産及び負債の評価については、平成１８年

４月３０日現在の貸借対照表を基礎とし、これに本件分

割をなすべき時期までの増減を加除した上で確定する。

（i）飯田橋営業所に属する無形固定資産（ソフトウェ

ア） 

（ⅱ）承継事業に属する治験業務契約に関する販売前受

代金に関する負債計上 

該当事項なし 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

（ⅲ）承継事業に属する治験支援業務に関して当社が販

売先、業務委託先、その他相手方との間に締結した

取引基本契約、業務委託契約その他の本件承継事業

に属する一切の契約上の地位、及び当該契約に基づ

く権利及び義務 

   ただし、次に掲げるものは除く。 

   ・承継する契約に基づき発生した売掛金、買掛金等

一切の金銭債権債務（ただし、(ⅱ)のとおり、承

継事業に属する治験業務契約に関する販売前受代

金を除く。） 

（ⅳ）飯田橋事業所に所属する社員、契約社員との雇用

契約 

  

会社分割により設立された子会社の概要 

① 商 号 株式会社 モス・イーソリューショ

ン 

② 本 社 所 在 地 東京都新宿区 

③ 代 表 者 氏 名 林 一郎 

④ 事 業 内 容 治験支援事業 

⑤ 設 立 年 月 日 平成18年８月１日 

⑥ 決 算 期 ７月 

⑦ 資 本 金 2,500万円 

⑧ 大 株 主 株式会社 モスインスティテュート

100％ 

      

  

２．第三者割当増資による新株発行について 

当社は平成18年10月25日開催の取締役会において、次

のように第三者割当増資による新株式発行を決議しまし

た。 

  

(1) 発行株式数   

  普通株式 1,080,000株 

(2) 発行価額 1株につき 286円 

(3) 発行価額の総額   308,880千円 

(4) 発行価額中資本に組入れない額 

    154,440千円 

(5) 申込期間   平成18年11月13日から 

    平成18年11月14日まで 

(6) 払込期日   平成18年11月15日 

(7) 割当先及び株式数     

  Chan Chung Man 1,010,000株 

  後藤 哲ニ 70,000株 

(8) 資金使途     

主に新規ビジネスへの参入による新会社の設立および事業・

財務支援機能を強化するための運転資金へ充当する予定でご

ざいます。 

  

  

３．新株予約権付社債の発行について 

当社は平成18年10月25日開催の取締役会において、次

のように転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しま

した。 

  

(1) 発行総額 300,000,000円 

(2) 払込価格 額面100円につき金100円 

（社債額面金額10,000,000円） 

(3) 利率 利息は付さない。 

  



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

  
(4) 発行日 平成18年11月15日 

(5) 償還期限 平成19年11月15日 

(6) 転換価格 302円 

(7) 割当先及び割当額   

  Bank of Bermuda (Cayman) Limited 

  300,000,000円 

(8) 資金使途   

主に新規ビジネスへの参入による新会社の設立および事業・

財務支援機能を強化するための運転資金へ充当する予定でご

ざいます。 

  



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

（注）１ 新株予約権付社債の内容 

（注） 新株予約権の行使に際して出資される財産は、本新株予約権に係る本社債とし、本社債の価額はその払込金額と同額とす

る。ただし、交付株式数に転換価額（ただし、転換価額の修正または調整された場合は修正後または調整後の転換価額）を

乗じた額が行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を下回る場合には、本新株予約権の行使に際して出資

される財産は、当該差額部分を除く本社債とし、この場合の本社債の価額は、本社債の払込金額から上記差額を差し引いた

額とする。上記ただし書きの場合には、本社債の償還金として上記差額を償還する。 

２ （ ）内書は、1年以内の償還予定額であります。 

  

３ 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

  

  

  

会社名 銘柄 発行年月日 前期末残高 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 

利率（％） 担保 償還期限 

  

株式会社モ 

スインステ 

ィテュート 

  

第１回 

無担保社債 

平成年月日 

15.12.10 

  

25,000 

  

  

― 

  

0.62 

  

なし 

平成年月日 

18.12.8 

株式会社モ 

スインステ 

ィテュート 

第２回 

無担保社債 15.12.10 

  

20,000 

  

  

― 

  

0.58 

  

なし 18.12.8 

株式会社モ 

スインステ 

ィテュート 

第３回 

無担保社債 15.12.10 

  

50,000 

  

  

― 0.69 なし 18.12.8 

株式会社モ 

スインステ 

ィテュート 

第1回無担保 

転換社債型 

新株予約権付 

社債 

18.11.15 ― 
300,000 

（300,000） 
― なし 19.11.15 

合計 ― ― 

  

95,000 

  

300,000 

（300,000） 
― ― ― 

発行すべき 

株式の内容 

新株予約

権の発行

価格 

株式の 

発行価格 

(円) 

発行価額の

総額 

(千円) 

新株予約権の

行使により発

行した株式の

発行価額の総

額（千円） 

新株予約権

の付与割合 

（％） 

新株予約権の

行使期間 

代用払込に

関する事項 

株式会社モ

スインステ

ィテュート 

普通株式 

無償 302.00 300,000 ― 100 

自 平成18年 

  11月16日 

至 平成19年 

  11月14日 

（注） 

１年以内 

（千円） 

１年超２年以内 

（千円） 

２年超３年以内 

（千円） 

３年超４年以内 

（千円） 

４年超５年以内 

（千円） 

300,000 ― ― ― ― 



【借入金等明細表】 

  

（注）１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

  

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 15,000 ― 1.8 ― 

合   計 15,000 ― ― ― 



  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成18年７月31日) 
当事業年度 

(平成19年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

 １ 現金及び預金     420,936     636,894   

 ２ 売掛金 ※1   39,446     3,596   

 ３ 仕掛品     ―     416   

 ４ 前払費用     7,038     1,954   

 ５ 短期貸付金 ※1   9,500     39,500   

 ６ 未収入金 ※1   1,156     6,915   

 ７ 未収消費税等     13,521     4,569   

 ８ その他     265     14,112   

貸倒引当金     △9,500     △9,500   

流動資産合計     482,364 52.6   698,459 59.5 

Ⅱ 固定資産               

 １ 有形固定資産               

  (1) 工具、器具及び備品   ―     ―     

     減価償却累計額   ― ―   ― ―   

  有形固定資産合計     ― ―   ― ― 

 ２ 無形固定資産               

  (1) ソフトウェア     ―     ―   

  (2) 電話加入権     226     226   

無形固定資産合計     226 0.0   226 0.0 

 ３ 投資その他の資産               

  (1) 関係会社株式     308,157     334,508   

  (2) 投資有価証券     120,000     135,000   

  (3) 敷金及び保証金     6,834     6,784   

投資その他の資産合計     434,991 47.4   476,292 40.5 

固定資産合計     435,218 47.4   476,518 40.5 

資産合計     917,582 100.0   1,174,978 100.0 

                



  

  

  
前事業年度

(平成18年７月31日) 
当事業年度 

(平成19年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

 １ 買掛金     6,397     75   

 ２ １年内償還社債     95,000     ―   

 ３ １年内返済予定長期 
   借入金 

    15,000     ―   

４ 新株予約権付社債     ―     300,000   

 ５ 未払金 ※1   59,188     31,841   

 ６ 未払費用     2,696     1,112   

 ７ 未払法人税等     5,390     6,037   

 ８ 前受金     8,828     ―   

９ 前受収益      ―     210   

１０ 預り金     2,529     1,250   

１１ 賞与引当金     2,420     1,914   

１２ 事業撤退損失引当金     7,168     7,168   

流動負債合計     204,619 22.3   349,610 29.8 

Ⅱ 固定負債               

 １ 繰延税金負債     311     ―   

２ 長期未払金     6,746     2,313   

固定負債合計     7,058 0.8   2,313 0.2 

負債合計     211,677 23.1   351,924 30.0 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     2,144,372 233.7   2,298,812 195.6 

２ 資本剰余金               

(1) 資本準備金     2,082,678     2,237,118   

資本剰余金合計     2,082,678 226.9   2,237,118 190.4 

３ 利益剰余金               

(1) 利益準備金     1,227     1,227   

(2) その他利益剰余金               

特別償却準備金   457     ―     

繰越利益剰余金   △3,522,505 △3,522,047   △3,713,777 △3,713,777   

利益剰余金合計     △3,520,819 △383.7   △3,712,549 △316.0 

４ 自己株式     △326 △0.0   △326 △0.0 

株主資本合計     705,904 76.9   823,054 70.0 

純資産合計     705,904 76.9   823,054 70.0 

負債純資産合計     917,582 100.0   1,174,978 100.0 

       



② 【損益計算書】 

  

   
前事業年度

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     461,984 100.0   39,555 100.0 

Ⅱ 売上原価     478,526 103.6   29,927 75.7 

売上総損失     16,541 △3.6   9,627 24.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1   266,753 57.7   188,881 477.5 

営業損失     283,295 △61.3   179,253 △453.2 

Ⅳ 営業外収益               

 １ 受取利息   139     1,086     

 ２ 受取家賃   ―     1,000     

 ３ 保険収入   2,133     ―     

 ４ 消耗品売却収入   1,466     ―     

 ５ 消費税還付収入   232     ―     

 ６ その他   14 3,986 0.9 86 2,173 5.5 

Ⅴ 営業外費用               

 １ 支払利息   804     29     

 ２ 社債利息   1,813     404     

 ３ 株式交付費   ―     2,608     

 ４ 社債発行費   ―     10,145     

 ５ 保険解約損   886     ―     

 ６ 雑損失   160 3,664 0.8 777 13,964 35.3 

   経常損失     282,972 △61.2   191,045 △483.0 

Ⅵ 特別利益               

 １ 貸倒引当金戻入益   38,969 38,969 8.4 ― ― ― 

Ⅶ 特別損失               

 １ 本社移転費   43,726     ―     

 ２ 減損損失 ※2 53,928     ―     

 ３ 事業撤退損失 ※3 100,068     ―     

 ４ 関係会社株式評価損   5,542 203,266 44.0 ― ― ― 

   税引前当期純損失    447,270 △96.8   191,045 △483.0 



  

  

   
前事業年度

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

   法人税、住民税及び事業税   1,012     995     

   法人税等調整額   △311 700 0.2 △311 684 1.7 

   当期純損失     447,970 △97.0   191,729 △484.7 

       



売上原価明細書 

  

（注）※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

  

（注）※２ 主な内訳は次のとおりであります。 

                                            

  

（原価計算の方法） 

  当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 

  

  

  
前事業年度

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

Ⅰ 労務費 ※１ 161,536 35.4 14,045 46.3 

Ⅱ 経費        ※２ 294,689 64.6 16,298 53.7 

  当期総製造費用   456,225 100.0 30,344 100.0 

  期首仕掛品たな卸高   22,301   ―   

合計   478,526   30,344   

期末仕掛品たな卸高   ―   416   

当期製品製造原価   478,526   29,927   

     

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円) 

賃金手当 88,632 11,210 

賞与引当金繰入額 1,650 174 

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円) 

業務委託料 221,222 10,095 

減価償却費 16,159 ― 

賃借料 40,457 ― 



③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日)   （単位：千円） 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年７月31日残高 2,143,372 2,081,678 2,081,678 

事業年度中の変動額       

 新株の発行 1,000 1,000 1,000 

 特別償却準備金の取崩       

 当期純損失       

事業年度中の変動額合計 1,000 1,000 1,000 

平成18年７月31日残高 2,144,372 2,082,678 2,082,678 

  

株主資本 

利益剰余金 

利益準備金 
その他利益剰余金 

利益剰余金合計
特別償却準備金 繰越利益剰余金

平成17年７月31日残高 1,227 1,373 △3,075,450 △3,072,848 

事業年度中の変動額         

 新株の発行         

 特別償却準備金の取崩   △915 915 ― 

 当期純損失     △447,970 △447,970 

事業年度中の変動額合計 ― △915 △447,054 △447,970 

平成18年７月31日残高 1,227 457 △3,522,505 △3,520,819 

  

株主資本 

純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

平成17年７月31日残高 △326 1,151,874 1,151,874  

事業年度中の変動額        

新株の発行   2,000 2,000  

特別償却準備金の取崩   ― ―  

当期純損失   △447,970 △447,970  

事業年度中の変動額合計 ― △445,970 △445,970  

平成18年７月31日残高 △326 705,904 705,904  



当事業年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日)   （単位：千円） 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年７月31日残高 2,144,372 2,082,678 2,082,678 

事業年度中の変動額       

 新株の発行 154,440 154,440 154,440 

 特別償却準備金の取崩       

 当期純損失       

事業年度中の変動額合計 154,440 154,440 154,440 

平成19年７月31日残高 2,298,812 2,237,118 2,237,118 

  

株主資本 

利益剰余金 

利益準備金 
その他利益剰余金 

利益剰余金合計
特別償却準備金 繰越利益剰余金

平成18年７月31日残高 1,227 457 △3,522,505 △3,520,819 

事業年度中の変動額         

 新株の発行         

 特別償却準備金の取崩   △457 457 ― 

 当期純損失     △191,729 △191,729 

事業年度中の変動額合計 ― △457 △191,271 △191,729 

平成19年７月31日残高 1,227 ― △3,713,777 △3,712,549 

  

株主資本 

純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

平成18年７月31日残高 △326 705,904 705,904  

事業年度中の変動額        

新株の発行   308,880 308,880  

特別償却準備金の取崩   ― ―  

当期純損失   △191,729 △191,729  

事業年度中の変動額合計 ― 117,150 117,150  

平成19年７月31日残高 △326 823,054 823,054  



（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況）
  

  

前事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

当社は、当事業年度においても前事業年度に引き続

き、283,295千円の大幅な営業損失を計上し、営業活動

によるキャッシュ・フローの面においてもマイナスと

なり、継続的に営業損失、営業活動によるキャッシ

ュ・フローのマイナスが続いております。これによ

り、当社は継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

(1)経費節減 

当社は、当該状況を解消すべく、前事業年度におい

てシステム費用に関する業務委託料削減のための委託

先の見直し、不採算事業からの撤退、コアシステム以

外のシステム除却を実施し、当事業年度においては、

前事業年度に引き続き業務委託料削減のための活動を

進めたほか、本店移転等の経費削減の施策を実施した

ことにより、大幅な経費削減を達成いたしました。し

かしながら、当事業年度において完全な収益力の回復

の実現には至っておりません、当社といたしましては

今後とも経営の合理化によるコスト削減を進め、安定

した経営基盤の確保を図ります。 

(2)EDCサービスの拡販 

EDCサービス事業の拡大の施策といたしましては、従

来から続けております当社独自開発システムである

CLASSYを中心としたサービスを充実すると伴に、新た

にサービスを開始したCLASSY-Lite、新しいWEB技術を

活用した症例登録業務、薬剤割付業務等のサービスを

展開してまいります。 

EDCサービス事業以外の分野におきましても製薬会社

のニーズの把握に努めるとともに、サービスメニュー

を拡充し、受注額の拡大を目指します。特に当社グル

ープの事業とシナジー効果を生むようなアライアン

ス・投資戦略を実行し、新たな収益機会の獲得と効果

的なリソース配分を通じたグループ全体の事業の再構

築を行うことにより、当社の収益力向上に全力をあげ

て取り組んでまいります。 

(3)事業再編成 

当社は平成18年７月20日の臨時株主総会の決議によ

り平成18年８月１日をもって純粋持株会社へ移行致し

ました。 

主要業務であります治験支援部門を新設分割によ

り、株式会社モス・イーソリューションとして独立さ

せ、経営の合理化を図るとともに、今後とも成長が見

込まれる製薬企業の新薬開発関連のアウトソーシング

業界において引き続き高品質のサービスを提供する体

制を整えました。 

(4)資金繰り 

事業拡大及び当社の運営資金につきましては、関係

会社である日本アジアホールディングズ株式会社との

協力関係の下、資金計画を立案しており、必要な資金

調達を実行する予定です。 

財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表には、反

映しておりません。 

当社は、当事業年度においても前事業年度に引き続

き、179,253千円の大幅な営業損失を計上し、また、営業

活動によるキャッシュ・フローもマイナスが続いており

ます。これにより、当社は継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

当社は、当該状況を改善すべく、平成18年11月15日に

第三者割当増資308百万円、無担保転換社債型新株予約権

付社債300百万円を調達し、当面の資金について目処をつ

け以下の改善策を実施してまいります。 

当社は、既存事業の強化及び財務体質の改善に取り組

むとともに、経営資源の効率的な投入を推進するため、

CRO事業の子会社化（㈱モス・イーソリューション設立）

を含めた大胆な体制の建て直しを行いました。サービス

品質の向上につきましても、集中と選択、無駄の排除等

の徹底した改革を断行し、更なるサービス体制強化を行

い、製薬会社のニーズにあったサービスメニューを拡充

し、受注拡大を積極的に図ってまいります。 

また、平成19年2月1日より新たな収益機会の獲得を目

指し㈱モス・アドバイザーズ及び㈱モス・インベストメ

ンツを新たにスタートさせました。 

「医療関連企業・医療機関」の経営側に立った金融関

連アドバイス、人材およびビジネスコンサルティング等

を中心としたサービスを中心に、当社グループの治験ビ

ジネスで蓄積したノウハウや人材派遣の経験を基に、大

学や医薬関連企業との太いパイプを活かしつつ、フィナ

ンシャルの視点からのサービスを融合させることによ

り、新しいビジネスを展開してまいる所存でございま

す。主だった業務としては、国内外の医療機関に対し

「医療機関の立場に立った」複合的な金融アドバイス、

医療機関等を主な対象とした優秀な経営管理の人材の紹

介・紹介予定派遣、更には国内外の医療に関心のある関

連企業のビジネス展開に関するコンサルティング等を計

画しております。 

事業拡大及び当社の運営資金につきましては、関係会

社である日本アジアホールディングズ㈱との協力関係の

下、資金計画を立案しており、必要な資金調達を実行す

る予定です。 

財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。 



  
重要な会計方針 

項目 
前事業年度

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

その他有価証券 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法によって

おります。 

子会社株式 

 同  左 

  

その他有価証券 

  

 同  左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

仕掛品 

 個別法による原価法によっておりま

す。 

仕掛品 

 同  左 

３ 繰延資産の処理方法 

  

  

――――― 

(1) 株式交付費 

支出時に全額費用計上しておりま

す。 

(2) 社債発行費 

支出時に全額費用計上しておりま

す。 

  

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては債権の回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上することとしてお

ります。 

 賞与引当金 

賞与については、従業員賞与の支給

に備えるため、支給見込み額の当事業

年度負担分を計上しております。 

なお、従来は支払確定額の当事業年

度負担分を「未払費用」として計上し

ておりましが、賞与支給の見積りを業

績連動型に変更し当事業年度におい

て、支給見込み額の当事業年度負担分

を「賞与引当金」として計上すること

といたしました。 

これにより、「未払費用」が2,420

千円減少し、賞与引当金が同額増加し

ております。なお、損益に与える影響

は軽微であります。 

事業撤退損失引当金 

中国からの事業撤退に係る取締役会

決議に伴い、当事業年度末において今

後発生が見込まれる損失について、合

理的に見込まれる金額を計上しており

ます。 

貸倒引当金 

同  左 

  

  

  

  

  

 賞与引当金 

賞与については、従業員賞与の支給

に備えるため、支給見込み額の当事業

年度負担分を計上しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

事業撤退損失引当金 

同  左 

  

５ リース取引の処理方法 リース取引の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

  

同  左 

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

 同  左 

  



  

会計処理の変更 

  

前事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準）   

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号）を適用しております。 

これにより税引前当期純損失が53,928千円増加して

おります。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除して

おります。 

――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）   

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

705,904千円であります。 

財務諸表等規則の改正による貸借対照表の表示に関

する変更は以下のとおりであります。 

１ 前事業年度における「資本の部」は、当事業年度から

「純資産の部」となり、「純資産の部」は「株主資本」

に分類して表示しております。 

２ 前事業年度において独立掲記しておりました「資本

金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は当事業年度

においては「株主資本」の内訳科目として表示しており

ます。 

３ 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目として

表示しておりました「特別償却準備金」は、当事業年度

から「その他利益剰余金」の内訳科目として表示してお

ります。なお、本改正により従来の「任意積立金」の区

分は廃止されております。 

４ 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目として

表示しておりました「当期未処理損失」は、当事業年度

から「その他利益剰余金」の内訳科目である「繰越利益

剰余金」として表示しております。 

――――― 



  

  

前事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正） 

  

当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 最

終改正平成17年12月27日 企業会計基準第１号）及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平成17年12

月27日 企業会計基準適用指針第２号）を適用しており

ます。  

これによる損益に与える影響はありません。   

なお、財務諸表等規則の改正による貸借対照表の表示

に関する変更は以下のとおりであります。 

前事業年度において資本に対する控除項目として「資

本の部」の末尾に表示しておりました「自己株式」は、

当事業年度から「株主資本」に対する控除項目として

「株主資本」の末尾に表示しております。 

――――― 

  （企業結合に係る会計基準等） 

――――― 当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月22日

企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10

号）を適用しております。 

  （ストック・オプション等に関する会計基準） 

――――― 当事業年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12

月27日）及び「ストック・オプション等に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号

平成18年５月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(平成18年７月31日) 

当事業年度
(平成19年７月31日) 

※１   関係会社に対する資産及び負債 

     売掛金            735千円 

     未収入金        1,108千円 

     短期貸付金       9,500千円 

     未払金                 16,330千円 

              

  

※１   関係会社に対する資産及び負債 

     売掛金           735千円 

     未収入金        3,924千円 

     短期貸付金       39,500千円 

     未払金                 16,330千円 

  

前事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用は

およそ21％であり、一般管理費に属する費用はおよそ 

79％であります。 

  なお、主な費目と金額については次のとおりであり

ます。 

  

支 払 手 数 料 56,719千円 

給  料  手  当 43,537千円 

支  払  報 酬 35,397千円 

役 員 報 酬 32,750千円 

業 務 委 託 料 27,183千円 

賞与引当金繰入額 770千円 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用は

およそ3％であり、一般管理費に属する費用はおよそ 

97％であります。 

  なお、主な費目と金額については次のとおりであり

ます。 

  

支 払 手 数 料 20,317千円 

給  料  手  当 29,709千円 

支  払  報 酬 23,529千円 

役 員 報 酬 45,829千円 

業 務 委 託 料 15,446千円 

賞与引当金繰入額 1,740千円 

  

  

※２ 減損損失        

当社は以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。 

  
  

用途 種類 場所 その他 

EDCシステ

ム 

ソ フ ト

ウェア 

臨床データ

管理サービ

ス部 

飯田橋事業

所 

東京都新宿

区 

EDCサービ

ス事業 

事務所設備 リ ー ス

資産 

飯田橋事業

所 

東京都新宿

区 

全社 

  

  
※２       ――――― 



  

  

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

自己株式に関する事項 

  

当事業年度（自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日） 

自己株式に関する事項 

  

前事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

   当社は、事業用の資産については、管理会計上の

区分を基礎としてセグメントに基づくグルーピング

を行っております。当事業年度においてはEDCサービ

ス事業及び全社共用リース資産において、過去、営

業活動から生ずる損益、キャッシュ・フローが継続

してマイナスであることから減損の兆候があると認

められたことにより飯田橋事業所にかかる資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（53,928千円）として特別損失に計

上いたしました。その内訳は、ソフトウェア48,546

千円、リース資産5,381千円となります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローを5％

で割り引いて計算しております。 

  

※３ 事業撤退損失について 

  平成18年9月22日開催の臨時取締役会において決議

いたしました中国における合弁事業撤退に伴う損失

でございます。内訳は以下の通りございます。 

  関係会社株式評価損        83,400千円 

  貸倒引当金繰入額          9,500千円 

  事業撤退損失引当金繰入額      7,168千円 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※３        ――――― 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 122.77 ― ― 122.77

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 122.77 ― ― 122.77



(リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  
 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  工具器具備品 
(千円) 

合計
(千円) 

取得価額 
相当額 9,167 9,167 

減価償却 
累計額 
相当額 

3,992 3,992 

減損損失 
累計額 
相当額 

5,175 5,175 

期末残高 
相当額 ― ― 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  
 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

工具器具備品
(千円) 

合計
(千円) 

取得価額
相当額 7,236 7,236 

減価償却
累計額 
相当額 

3,669 3,669 

減損損失
累計額 
相当額 

3,566 3,566 

期末残高
相当額 ― ― 

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 1,673千円
１年超 3,708千円
合計 5,381千円

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減
損勘定期末残高 

  リース資産減損勘定期末残高     3,894千円 
  （注）リース資産減損勘定期末残高のうち1,580千円

は流動負債の部の未払金に、2,313千円は固定
負債の部の長期未払金に計上しております。 

１年以内 ―千円
１年超 ―千円
合計 ―千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当
額及び減損損失 

  

支払リース料 1,909千円
減価償却費相当額 1,833千円
支払利息相当額 97千円
減損損失 5,381千円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、減価
償却費相当額及び支払利息相当額 

  

支払リース料 ―千円

リース資産減損勘

定取崩額 
1,623千円

減価償却費相当額 ―千円

支払利息相当額 ―千円

④ 減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利
息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 
――――― 

２ オペレーティング・リース取引 
――――― 

    



(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成17年８月１日至 平成18年７月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(自 平成18年８月１日至 平成19年７月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(税効果会計関係) 

  

  

前事業年度 
(平成18年７月31日) 

当事業年度
(平成19年７月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

  

繰延税金資産  

関係会社株式評価損損金算入限

度超過額 
36,012千円

減価償却損金算入限度超過額 32,652千円

貸倒引当金繰入超過額 3,846千円

賞与引当金損金算入限度超過額 979千円

事業撤退損失引当金 2,902千円

減損損失 21,835千円

リース除却損否認 10,452千円

未払事業税 1,797千円

税務上の繰越欠損金 1,354,381千円

繰延税金資産小計 1,464,862千円

評価性引当額 1,464,862千円

繰延税金資産合計 ― 千円

繰延税金負債  

特別償却準備金 △311千円

   

 繰延税金負債の純額 311千円

   

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

  

繰延税金資産  

関係会社株式評価損損金算入限

度超過額 
36,193千円

減価償却損金算入限度超過額 2,890千円

貸倒引当金繰入超過額 3,865千円

賞与引当金損金算入限度超過額 778千円

事業撤退損失引当金 2,917千円

減損損失 1,509千円

リース除却損否認 1,632千円

未払事業税 2,070千円

その他 1,276千円

税務上の繰越欠損金 1,448,061千円

繰延税金資産小計 1,501,196千円

評価性引当額 1,501,196千円

繰延税金資産合計 ― 千円

繰延税金負債 ― 千円

    

 繰延税金資産の純額 ― 千円

   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 税引前当期純損失が計上されているため、この

差異の内訳については記載しておりません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

同左 



(１株当たり情報) 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

１株当たり純資産額 95.35円 １株当たり純資産額 97.02円 

１株当たり 
当期純損失金額 

60.52円
１株当たり
当期純損失金額 

23.47円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 

  

潜在株式は存在するもの
の１株当たり当期純損失
であるため記載しており
ません。 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 

  

潜在株式は存在するもの
の１株当たり当期純損失
であるため記載しており
ません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり当期純損失金額 

  前事業年度 当事業年度 

貸借対照表の純資産の部の合計額
(千円) 

705,904 823,054 

普通株式に係る純資産額(千円) 705,904 823,054 

貸借対照表の純資産の部の合計額
と１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式に係る当事業年
度末の純資産額との差額(千円) － － 

普通株式の発行済株式数（株） 7,402,771.77 8,482,771.77 

普通株式の自己株式数（株） 122.77 122.77 

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数(株) 

7,402,649.00 8,482,649.00 

  前事業年度 当事業年度 

１株当たり当期純損失金額  
当期純損失 (千円) 447,970 191,729
普通株主に帰属しない金額(千円) - －
普通株式に係る当期純損失 (千円) 447,970 191,729
普通株式の期中平均株式数(株) 7,401,434.75 8,169,005.16

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含めなかった潜在株式の概要 

「第４ 提出会社の状況、1株式等
の状況、(2)新株予約権等の状況」
に記載されているすべてでありま
す。 

「第４ 提出会社の状況、1株式等
の状況、(2)新株予約権等の状況」
に記載されているすべてでありま
す。 



(重要な後発事象) 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

１．子会社の設立について 

  平成18年７月20日開催の当社臨時株主総会におい

て、分割計画書承認の件が決議され、下記のとおり新

設分割により子会社を設立いたしました。 

  

 臨時株主総会で承認決議された分割計画書の概要 

（1）会社分割の目的 

  当社は、グループ経営を推進するために、平成１８

年８月１日より純粋持株会社となり、新しいグループ

経営体制に移行することといたしました。この組織変

更は当社グループの企業価値をより向上させるため、

意思決定・監督機能と事業の執行機能を明確に分離

し、経営の透明性とスピードを高めることおよび、経

営資源の最適化を図り効率的な経営体制を確立するこ

とを目的としております。 

（２） 分割方式  

(i)分割方式  

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする物

的分割でございます。 

(ii)当分割方式を採用した理由  

当社の中核事業である治験支援事業を分社し、当社

は純粋持株会社へ移行するため、当該会社分割方式を

採用いたしました。 

（３） 株式の割当  

本件分割に際して、新設分割設立会社である株式会

社モス・イーソリューションの発行する普通株式500株

は、全て当社に割り当てられます。  

（４） 分割により減少する資本の額など  

該当事項はありません。  

  

（５） 株式の消却方法  

該当事項はありません。  

  

（６） 分割交付金  

分割交付金の支払はありません。 

  

（７）新設分割設立会社が承継する権利義務  

新設会社が当社から承継する資産、債務、雇用契約

その他の権利義務（以下、単に「権利義務」という）

は、本件分割をなすべき時期において承継事業に属す

る次に記載する権利義務とする。なお、債務の承継に

ついては、重畳的債務引受の方法による。また、承継

する権利義務のうち資産及び負債の評価については、

平成１８年４月３０日現在の貸借対照表を基礎とし、

これに本件分割をなすべき時期までの増減を加除した

上で確定する。 

（i）飯田橋営業所に属する無形固定資産（ソフトウェ

ア） 

（ⅱ）承継事業に属する治験業務契約に関する販売前

受代金に関する負債計上 

該当事項はありません。 



  

  

前事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

（ⅲ）承継事業に属する治験支援業務に関して当社が販

売先、業務委託先、その他相手方との間に締結した

取引基本契約、業務委託契約その他の本件承継事業

に属する一切の契約上の地位、及び当該契約に基づ

く権利及び義務 

   ただし、次に掲げるものは除く。 

   ・承継する契約に基づき発生した売掛金、買掛金等

一切の金銭債権債務（ただし、(ⅱ)のとおり、承

継事業に属する治験業務契約に関する販売前受代

金を除く。） 

（ⅳ）飯田橋事業所に所属する社員、契約社員との雇用

契約 

  

会社分割により設立された子会社の概要 

① 商 号 株式会社 モス・イーソリューショ

ン 

② 本 社 所 在 地 東京都新宿区 

③ 代 表 者 氏 名 林 一郎 

④ 事 業 内 容 治験支援事業 

⑤ 設 立 年 月 日 平成18年８月１日 

⑥ 決 算 期 ７月 

⑦ 資 本 金 2,500万円 

⑧ 大 株 主 株式会社 モスインスティテュート

100％ 

  

２．第三者割当増資による新株発行について 

  当社は平成18年10月25日開催の取締役会において、次

のように第三者割当増資による新株式発行を決議しまし

た。 

  

(1) 発行株式数   

  普通株式 1,080,000株 

(2) 発行価額 1株につき 286円 

(3) 発行価額の総額   308,880千円 

(4) 発行価額中資本に組入れない額 

    154,440千円 

(5) 申込期間   平成18年11月13日から 

    平成18年11月14日まで 

(6) 払込期日   平成18年11月15日 

(7) 割当先及び株式数     

  Chan Chung Man 1,010,000株 

  後藤 哲ニ 70,000株 

(8) 資金使途     

主に新規ビジネスへの参入による新会社の設立および事

業・財務支援機能を強化するための運転資金へ充当する予定

でございます。 

  

  

３．新株予約権付社債の発行について 

当社は平成18年10月25日開催の取締役会において、次の

ように転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しまし

た。 

  

(1) 発行総額 300,000,000円 

(2) 払込価格 額面100円につき金100円 

（社債額面金額10,000,000円） 

(3) 利率 利息は付さない。 

  



  

  

前事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当事業年度
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

(4) 発行日 平成18年11月15日 

(5) 償還期限 平成19年11月15日 

(6) 転換価格 302円 

(7) 割当先及び割当額   

  Bank of Bermuda (Cayman) Limited 

  300,000,000円 

  

(8) 資金使途   

主に新規ビジネスへの参入による新会社の設立および事

業・財務支援機能を強化するための運転資金へ充当する予定

でございます。 

  



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

  

銘柄 
株式数
（株） 

貸借対照表計上額
（千円） 

投資有価証券 その他有価証券 
ピュア・グリーン（株） 4,900 135,000 

小計 ― 135,000 

計 ― 135,000 

資産の種類 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高(千円)

無形固定資産              

 電話加入権 226 ― ― 226 ― ― 226

無形固定資産計 226 ― ― 226 ― ― 226



【引当金明細表】 

  

  

区分 
前期末残高

（千円） 

当期増加額

(千円) 

当期減少額 当期減少額 
当期末残高 

（千円） 
（目的使用） 

(千円) 

（その他） 

(千円) 

貸倒引当金 9,500 ― ― ― 9,500 

賞与引当金 2,420 1,914 2,420 ― 1,914 

事業撤退損失引当金 7,168 ― ― ― 7,168 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

ａ 資産の部 

イ 現金及び預金 
  

  

ロ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 
  

  

(ロ)売掛金発生及び回収並びに滞留状況 

  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

ハ 仕掛品 
  

  

区分 金額(千円) 

現金 ― 

預金の種類   

当座預金 96,671 

普通預金 520,121 

定期預金 20,000 

別段預金 101 

計 636,894 

合計 636,894 

相手先 金額(千円) 

ファイザー（株） 1,995 

千寿製薬（株） 840 

（株）コスメックス 735 

  日本オルガノン（株） 26 

合計 3,596 

前期繰越高 
(千円) 

当期発生高 
(千円) 

当期回収高 
(千円) 

次期繰越高
(千円) 

回収率
(％) 

滞留期間 
(日) 

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

(Ａ)＋(Ｄ) 
2 

(Ｂ) 
365 

39,446 41,533 77,382 3,596 95.6 189.1 

区分 金額(千円) 

受注調査費用 416 

合計 416 



ニ 関係会社株式 
  

  

ｂ 負債の部 

イ 買掛金 

  

ロ 新株予約権付社債 

  

   ハ 未払金 

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

区分 金額(千円) 

㈱コスメックス 280,200 

㈱モス・イーソリユーション 26,350 

㈱モス・インベストメンツ 17,957 

㈱モス・アドバイザーズ 10,000 

合計 334,508 

相手先 金額(千円) 

富士通㈱ 75 

合計 75 

区分 金額(千円) 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 300,000 

合計 300,000 

相手先 金額(千円) 

（株）モス・アドバイザーズ 16,330 

三菱ＵＦＪリース（株） 4,228 

住友信託銀行（株） 2,552 

 東銀リース（株） 2,019 

 日本ビジネスリース（株） 1,580 

その他 5,130 

合計 31,841 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注)1. 当社は端株制度の適用を受けているため端株原簿を作成しております。なお、端株主の利益配当金及び中間配当金に関する

基準日は上記のとおりであります。 

  2.当社公告につきましては、当社のホームページに掲載いたします。ただし、電子公告によることができない事故その他やむ

を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 

  

  

事業年度 ８月１日から７月31日まで 

定時株主総会 10月中 

基準日 ７月31日 

株券の種類 １株券，10株券，100株券,1,000株券,10,000株券 

剰余金の配当の基準日 １月31日、７月31日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
住友信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番３３号
住友信託銀行株式会社 

  取次所 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
住友信託銀行株式会社 本店 

  株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番３３号
住友信託銀行株式会社 

  取次所 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 
当社ホームページに掲載する。（注）２
＜http://www.moss.co.jp/ir/ir_settle.html＞ 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  

  

（1） 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第2項第12号及び19号(中国事業の撤

退)の規定に基づくもの 

  
平成18年９月25日 

関東財務局長に提出。 

（2） 
有価証券届出書およ
びその添付書類 

第三者割当増資による新株発行   
平成18年10月25日 

関東財務局長に提出。 

（3） 
有価証券届出書およ
びその添付書類 

転換社債型新株予約権付社債の発行   
平成18年10月25日 

関東財務局長に提出。 

（4） 
有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

(第12期) 
自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日 
  

平成18年10月27日 

関東財務局長に提出。 

（5） 
有価証券届出書の訂
正届出書 

上記（2）に係る訂正届出書でありま
す。 

  
平成18年10月27日 

関東財務局長に提出。 

（6） 
有価証券届出書の訂
正届出書 

上記（3）に係る訂正届出書でありま
す。 

  
平成18年10月27日 

関東財務局長に提出。 

（7） 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第2項第4号（主要株主の異動）の
規定に基づくもの 

  
平成18年11月15日 

関東財務局長に提出。 

（8） 半期報告書 (第13期中) 
自 平成18年８月１日 

至 平成19年１月31日 
  

平成19年４月26日 

関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年１０月２７日

株式会社モスインスティテュート 

取  締  役  会   御  中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社モスインス

ティテュートの平成１７年８月１日から平成１８年７月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社モスイ

ンスティテュート及び連結子会社の平成１８年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
追記情報 

 １．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは当連結会計年度に238,223千円の大幅な営業損失を計上

し、また営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスが継続している状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。 

 ２．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」を適用して連結財務諸表を作成している。 

 ３．重要な後発事象２．及び３．に記載されているとおり、会社は平成１８年１０月２５日の取締役会にて、第三者割当による新

株の発行及び新株予約権付社債の発行を決議している。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 定 留 尚 之 

      



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成19年10月30日

株式会社 モスインスティテュート 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社モスインスティテュートの平成18年８月１日から平成19年７月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細

表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社モスインスティテュート及び連結子会社の平成19年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは当連結会計年度に235,070千円の大幅な営

業損失を計上し、また営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスが継続している状況にあり、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は

継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

アスカ監査法人 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  福  島  正  己  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  城     哲  哉  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してい

る。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年１０月２７日

株式会社モスインスティテュート 

取  締  役  会   御  中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社モスインス

ティテュートの平成１７年８月１日から平成１８年７月３１日までの第１２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社モスインス

ティテュートの平成１８年７月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。 
  
追記情報 

 １．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度に283,295千円の大幅な営業損失を計上し、また営業

活動によるキャッシュ・フローもマイナスが継続している状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当

該状況に関する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要

な疑義の影響を財務諸表には反映していない。 

 ２．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」を適用して財務諸表を作成している。 

 ３．重要な後発事象１．に記載されているとおり、会社は平成１８年８月１日に新設分割により子会社株式会社モス・イーソリュ

ーションを設立している。 

 ４．重要な後発事象２．及び３．に記載されているとおり、会社は平成１８年１０月２５日の取締役会にて、第三者割当による新

株の発行及び新株予約権付社債の発行を決議している。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 定 留 尚 之 

      



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成19年10月30日

株式会社 モスインスティテュート 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社モスインスティテュートの平成18年８月１日から平成19年７月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの

評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社モスインスティテュートの平成19年７月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度に179,253千円の大幅な営業損失を計上

し、また営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスが継続している状況にあり、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

アスカ監査法人 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  福  島  正  己  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  城     哲  哉  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してい

る。 
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